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六

朝

建

康

東

宮

孜

岡

部

毅

史

は

じ

め

に

一

都
城

に
お
け
る
東
宮

の
位
置

に
つ
い
て

(
一
)

西
苦
洛
陽

の
東
宮

I

I

皇
太
子

の
居
所
た
る

「
東
宮
」

の
出
現

1

(
二
)

東
苦
南
朝

の
建
康

の
東
宮

1

そ

の
攣
遷
と
位
置

の
確
立

-

二

東
宮

の
構
造

-

建
康
を
中
心

に
I

I

三

束
巫日
孝
武
帝
期

の
東
宮
を
め
ぐ

っ
て

お

わ

り

に
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は

じ

め

に

魏
晋
南
北
朝
期
の
都
城
に
關
す
る
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
優
れ
た
研
究
成
果
が
公
刊
さ
れ
て
き
た
。
と
く
に
都
城

に
お
け
る
皇
帝
権
力

と
政
治
構
造
、
お
よ
び
空
聞
配
置
の
あ
り
方
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
前
近
代
に
お
け
る
都
城
が
皇
帝
支
配
の
特
質
や
正
統
性
を
表
現
す
る
種
々

　
ユ
　

の
儀
禮

の
重
要
な

「場
」
で
あ
り
、
か
つ
實
際
の
政
治
の
中
櫃
で
あ

っ
た
た
め
、
近
年
注
目
を
集
め
て
い
る
視
座
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

都
城
の
な
か
で
も
皇
帝
、
そ
し
て
皇
帝
に
よ
る
統
治
を
支
え
る
官
僚
等
が
活
動
す
る
宮
城
は
、
そ
の
重
要
性
と
歴
史
的
特
質
が
表
現
さ
れ
る
空

聞
と
し

て
認
識
さ
れ
、
と
く
に
漢
魏
洛
陽
城
、
曹
魏
郷
城
、
お
よ
び
六
朝
建
康
城
な
ど
を
封
象
に
、
渡
邊
信

一
郎

・
吉
田
敷

・
小
林
聰

・
郭
湖
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生

・
内
田
昌
功
等
の
諸
氏
に
よ

っ
て
、
宮
城
の
形
態
や
構
造
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
特
質
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

筆
者
は
先
に
南
朝
梁
代
の
立
太
子
問
題
の
分
析
を
糸
口
に
、
南
朝
期
に
お
け
る
皇
太
子
の
禮
制
的

・
政
治
的
重
要
性

の
増
大
を
あ
き
ら
か
に

　ヨ
　

す
る
と
と
も
に
、
當
該
時
代
に
あ

っ
て
皇
太
子
は
皇
帝
支
配
を
實
質
的
に
支
え
、
補
完
す
る
存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
た

こ
と
を
述
べ
た
。
か

か
る
皇
太
子
の
政
治
的
擾
頭
を
指
摘
す
る
私
見
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
政
治
構
造
と
密
接
に
關
わ
る
は
ず
の
、
六
朝
建
康

に
お
け
る
宮
城
の
形

態
に
封
し
て
皇
太
子
の
存
在
は
影
響
を
與
え
た
の
か
否
か
と
い
う
疑
問
が
浮
上
し
て
く
る
。
そ
し
て
も
し
影
響
を
與
え
た

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
當
然
今
日

一
般
に
皇
太
子
の
居
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
、
東
宮
に
關
す
る
諸
問
題
、
と
り
わ
け
そ
の
成
立
と
配
置
、
形
状
等
の
如
何
が
、

宮
城
の
歴
史
的
展
開
と
關
わ

っ
た
こ
と
が
豫
測
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
筆
者
の
疑
問
に
封
し
て
、
答
え
る
研
究
は
少
な
い
。
都
城
の
構
造
面
か
ら
東
宮
に
言
及
す
る
研
究
と
し
て
は
、

わ
ず
か

に
渡
邊
信

一
郎
氏
が
魏
晋
南
北
朝
か
ら
唐
代
以
降
の
都
城
全
膿
を
舞
吉室
と
す
る
空
間
構
成
の
展
開
と
い
う
圖
式

に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で

猫
立
し

て
い
た
東
宮
が
太
極
宮
内
東
部
に
と
り
こ
ま
れ
、
同
じ
く
太
極
宮
西
部
に
移
動
さ
れ
た
扱
庭

・
後
宮
と
と
も
に
東
西
軸
を
構
成
し
た
こ

　
　
ワ

と
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
建
康
を
封
象
と
す
る
研
究
に
目
を
向
け
る
と
、
六
朝
建
康
に
關
す
る
文
献
と

し
て
は
明
代

の
陳
折

『金
陵
古
今
圖
考
』
や
民
國
時
代

の
朱
懊

『金
陵
古
蹟
圖
考
』
以
來
多
く
の
著
作
が
あ
る
も
の
の
、
東
宮
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
も
の

は
同
様

に
皆
無
で
あ
る
。
唯

一
、
六
朝
期
の
建
康
に
お
け
る
都
城

・
宮
城
の
位
置
お
よ
び
諸
官
府
な
ど
の
建
造
物
の
配
置
を
考
察
さ
れ
た
賀
雲

親
氏
が
、
そ
の
著
書
で
建
康
の
東
宮
に
つ
い
て

一
節
を
も
う
け
、
『建
康
實
録
』
や

『景
定
建
康
志
』
等

の
記
載
を
中
心

に
、
孫
呉
か
ら
南
朝

　
ら
　

に
か
け

て
の
東
宮
建
置
の
沿
革
と
門
を
含
め
た
建
造
物
に
つ
い
て
読
明
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
考
察
の
絵
地
を
の
こ
し

て
い
る
。

畢
菟
、
こ
れ
ま
で
の
都
城
制
度
の
研
究
と
皇
太
子
研
究
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
東
宮
に
封
し
て
さ
し
た
る
關
心
は
彿
わ
れ
な
か

っ
た
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
、
皇
太
子
研
究
が
十
分
で
は
な
か

っ
た
こ
と
に
加
え
、
東
宮
す
な
わ
ち
皇
太
子
、
な
い
し
そ

の
居
所
で
あ
る
こ
と

を
自
明

の
理
と
す
る
現
代
的
な
通
念
が
、
そ
も
そ
も
東
宮
と
は
歴
史
的
に
何
時
成
立
し
た
の
か
、
ま
た
東
宮
の
あ
り
方
が
當
時
の
政
治
的
肚
會

的
背
景
と
ど
の
よ
う
に
關
聯
し
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
根
本
的
な
問
題
の
分
析
を
阻
ん
で
き
た
こ
と
が
理
由
と
し
て
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

一35一



36

か
か
る
研
究
状
況
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
注
意
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か

っ
た
建
造
物
と
し
て
の
東
宮

に
つ
い
て
、
六
朝
建

康
の
東
宮
を
主
た
る
封
象
に
、
そ
の
建
置
の
過
程
と
都
城
内
の
位
置
、
と
く
に
宮
城
と
の
位
置
關
係
を
具
膿
的
に
検
謹
し
た
う
え
で
、
そ
の
攣

遷
と
構
造
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
上
記
の
考
察
か
ら
、
都
城
に
お
け
る
東
宮
の
攣
化
と
皇
太
子
の
存
在
の
歴
史
的
特
質
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
よ

・つ
。

都
城
に
お
け
る
東
宮
の
位
置
に
つ
い
て

目
頭

で
述
べ
た
よ
う
に
、

一
般
に
東
宮
と
い
え
ば
、
皇
太
子
な
い
し
そ
の
居
所
を
指
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
宮

は
何
時

の
時
代
も
皇
太
子
を
意
味
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
前
漢
時
代
に
お
い
て
は
、
東
宮
と
は
皇
太
后
も
し
く
は
そ

の
居
所
た
る
長
樂
宮

を
指
す
構
謂
で
あ

っ
た
。
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
る
と
、
武
帝
時
代
初
期
に
外
戚
勢
力
に
制
限
を
加
え
よ
う
と
し
た
丞
相

の
魏
其
侯
實
嬰
と
太
尉

の
武
安
侯
田
紛

の

一
派
に
屡
す
る
御
史
大
夫

の
趙
縮
は
、
建
元
二
年

(前

一
三
九
)
に

「東
宮
に
事
を
奏
す
る
を
無
か
ら

し
め
ん
こ
と
を
請
う

た
」
が
、
自
ら
の
権
力
行
使
を
妨
げ
る
行
爲
と
す
る
實
太
后
の
怒
り
を
か
い
、
御
史
大
夫
を
罷
免
さ
れ
て
し
ま
う

(『史
記
』
巻

一
〇
七

・
魏
其

武
安
侯
列
傳
)。
こ
の
用
例
よ
り
、
東
宮
が
皇
太
后
な
い
し
そ
の
居
所
で
あ
る
長
樂
宮
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
ま
た
、
成
帝
期
に

お
け
る
外
戚
王
氏
の
專
権
を
批
到
す
る
劉
向
の
上
奏
の

一
節
に
は
、

と

…
…
今

王
氏

一
姓

の
朱
輪
華
毅
に
乗
り
し
者
二
十
三
人
、
青
紫

・
　
蝉
は
握
内
に
盈
充
し
、
左
右
に
魚
鱗
す
。
大
將
軍

事
を
乗
り
椹
を

用

い
、
五
侯

驕
奢
に
し
て
悟
盛
、
拉
び
に
威
幅
を
爲
し
、
撃
断
す
る
こ
と
自
ず
か
ら
恣
に
し
て
、
汗
を
行
い
治
に
寄
り
、
身
は
私
に
し

て
公
に
託
し
、
東
宮
の
尊
に
依
り
て
甥
舅
の
親
を
假
り
、
以
て
威
の
重
き
を
爲
す
。
…
…
(「漢
書
』
巻
三
六

・
楚
元
王
傳
附
劉
向
傳
)

と
あ
る
が
、
こ
の

「東
宮
」
に
顔
師
古
は

「東
宮
は
太
后
の
居
る
所
な
り
」
と
注
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
に
よ
る
と
、
少
な
く
と
も
前
漢

中
期
以
降
に
あ

っ
て
は
、
東
宮
が
皇
太
后
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
が

「東
」
を
稻
す
る
の
は
、
當
時
皇
太
后
が
住
し
た
長

樂
宮
が
皇
帝
の
居
所
で
あ
る
未
央
宮
の
東
に
位
置
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
當
該
時
期
の
皇
太
子
の
居
所
は
太
子
宮
と
稻
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
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れ
は
后
妃

の
宮
で
あ
る
北
宮
内
部
に
附
随
的
に
置
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
東
宮
が
皇
太
子

(太
子
を
含
む
)
の
居
所
を
指
す
よ
う

に
な

っ
た
の
は
何
時
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
皇
太
子
11
東
宮
の
典
檬
の

一
つ
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
、
『春
秋
左
氏
傳
』
隙
公
三
年

の

「衛

の
荘
公

齊

の
東
宮
得
臣

の
妹
を
嬰
れ
り
。
曰
く
荘
姜
。」
と
あ
る
傳
文
に
附
さ
れ
た
杜
預
注
に
は
、

得
臣
は
齊
の
大
子
な
り
。
こ
れ
太
子
は
敢
え
て
上
位
に
居
ら
ず
。
故
に
常
に
東
宮
に
庭
る
。

と
あ
り
、
ま
た
同
じ
く
孔
穎
達
疏
に
は
、

得
臣
は
太
子
た
り
。
常
に
東
宮
に
虜
る
と
云
う
者
は
、
四
時
は
東
も
て
春
と
す
、
萬
物
の
生
じ
て
長
ず
る
は
東
に
あ
り
。
西
も
て
秋
と
す
、

萬
物
の
成
り
て
就
く
は
西
に
あ
り
、
此
を
以
て
君
は
西
宮
に
あ
り
、
太
子
は
常
に
東
宮
に
庭
す
る
な
り
。
或

い
は
易
の
象
に
捺
る
べ
し
。

西
北
は
乾
た
り
、
乾
は
君
父
な
り
。
故
に
君
は
西
に
あ
り
。
東
方
は
震
た
り
、
震
は
長
男
な
り
。
故
に
太
子
は
東

に
あ
る
な
り
。

と
あ

っ
て
、
君
主
が
西
方
に
正
位
し
、
太
子
が
東
宮
に
居
す
と
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
孔
疏
か
ら
は
、
易
と
五
行
思
想

に
基
づ
い
て
太
子
を
東

位
と
し

て
君
主
の
東
に
配
置
す
る
意
向
が
う
か
が
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
た
し
か
に
南
朝
建
康
の
東
宮
も
、
そ
し
て
後
世
の
階
唐

長
安
城
お
よ
び
洛
陽
城
も
同
様
に
宮
城
東
部
に
東
宮
を
配
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
皇
太
子
11
東
方
11
東
宮
な
る
思
想
が
、
古
來
か
ら
の

「傳

統
」
と
し
て
東
宮
配
置
の
典
捺
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
杜
注

・
孔
疏
と
も
に
漢

代
以
降

の
言
説
で
あ
り
、
漢
代
以
前
か
ら
東
宮
11
皇
太
子
な
る
考
え
方
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
實
際
に
宮
城
に
お
け
る
太
子
の

　
　
　

居
所
を
規
定
し
た
と
は
断
言
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
そ
も
そ
も

「東
宮
」
は
何
時
か
ら
皇
太
子
の
代
名
詞
な
い
し
居
所
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
察
し
た
論
考
は
、
管

見
の
か
ぎ
り
郭
永
吉
氏
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
要
鮎
は
お
お
よ
そ
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
秦
の

典
籍
に
み
え
る
東
宮
は
太
子
を
含
め
た
特
定
の
身
分
を
示
す
呼
稻
で
は
な
く
、
西
宮

・
南
宮

・
北
宮
な
ど
と
同
様
に
普
通
名
詞
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
た
、
前
漢
時
代
に
長
安
城
の
東
方
に
位
置
し
て
い
た
長
樂
宮
が
東
宮
と
稻
さ
れ
、
そ
の
た
め
長
樂
宮
の
主
人

(
一
般
に
は
皇
太
后
、
場
合

に
よ
っ
て
は
太
皇
太
后
も
)
の
呼
構
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
が
、
皇
太
子
の
居
所
は
別
に
太
子
宮
と
し
て
存
在
し
、
未
央
宮
の
北
に
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位
置
し

て
い
た
、
五
行
思
想
の
影
響
に
よ
り
後
漢
時
代
か
ら
太
子
宮
の
實
際
の
位
置
と
は
關
わ
り
な
く
東
宮
は
皇
太
子

の
呼
構
と
な
り
、
引
き

　
　
ワ

績
き
魏
晋
以
降
も
襲
用
さ
れ
た
と
。
か
か
る
氏
の
指
摘
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
東
宮
が
皇
太
子
を
意
味
す
る
と
い
う
解
繹
は
、
後
漢
魏
苦
期
か

ら
唐
代

に
か
け
て
の
思
想
史
の
展
開
過
程
か
ら
つ
よ
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
特
定
の
時
期
に
現
實
の
皇
太
子
の
居
所
と
し
て
の

東
宮
の
位
置
に
影
響
を
與
え
、
今
日
に
い
た

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
後
漢
の
洛
陽
城
に
も

「東
宮
」
と
構
さ
れ
る
宮
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
南
宮
内
の
東

方
と
す
る
銭
國
祥

・
村
元
健

一
氏
等
の
説
、
後
漢
洛
陽
の
永
安
宮
を
東
宮
と
み
な
し
て
洛
陽
城
の
東
北
に
あ

っ
た
と
す
る
馬
先
醒
氏
の
読
が
代

す
　

　　
　

表
的
な
読
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
と
く
に
銭
氏
は
主
と
し
て

『河
南
志
』
所
引
衛
宏

『漢
奮
儀
』
供
文
等
の
史
料
に
基

、つ
き
、
後
漢
洛
陽
の
東

　
　
　

宮
を
南
宮
の
中
の
皇
帝
が
使
用
す
る
殿
舎
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
東
宮
を
南
宮
内
の
宮
の

一
つ
と
考
え
る
見
解

に
封
し
、
馬
先
醒
氏

は
西
晋
洛
陽
に
お
け
る
東
宮
の
位
置
か
ら
、
そ
れ
が
漢
代
の
東
宮
及
び
永
安
宮
と
同
じ
位
置
に
あ

っ
た
と
考
え
、
洛
陽
城
北
宮
を
城
内
の
北
邊

に
措
定
し
た
う
え
で
、
後
漢
洛
陽
城
の
東
宮
を
北
宮
の
東
南
の
位
置
に
あ

っ
た
と
い
う
猫
特
の
読
を
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
の

読
は
後
文
で
言
及
す
る

『後
漢
書
』
郡
國
志
注
に
み
え
る

「晋
の
東
宮
」
を
確
た
る
根
糠
が
無
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
後
漢
洛
陽
の
永
安
宮
と
同

　ヨ

一
の
宮
と
み
な
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
以
て
漢

・
巫日
の
東
宮
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
首
肯
し
が
た
い
。
と
も
あ
れ
、
後
漢
洛
陽
城
に
お
け
る

東
宮
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
南
宮
内
と
す
る
説
が
有
力
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
定
読
と
し
て
確
立
し
て
い
る
と
ま
で
は
言

い
が
た
い
こ
と
を
指
摘

す
る
に
と
ど
め
て
お
く
が
、
少
な
く
と
も
皇
太
子
と
の
關
係
は
稀
薄
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
上
述
の
皇
太
子
と
そ
の
居
所
を
東
宮
と
し
て
特

定
す
る
思
想
な
い
し
理
念
が
現
實
の
東
宮
11
皇
太
子
の
居
所
を
規
定
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
現
實
に
皇
帝
の

「東
」
に
位
置
し
た
こ
と
が
、
儒

教
を
中
心
と
す
る
當
時
の
皇
太
子
に
關
す
る

「理
念
」
の
形
成
に
影
響
を
與
え
た
の
か
。
こ
の
鮎
は
東
宮
の
成
立
を
考
え
る
う
え
で
、
極
め
て

興
味
深

い
問
題
で
は
あ
る
。
た
だ
、
「東
宮
」
観
念
成
立
の
思
想
的
経
緯
と
現
實
の
東
宮
の
立
地
の
關
係
に
つ
い
て
は
後
考
を
期
す
こ
と
と
し
、

本
稿
で
は
皇
太
子
の
居
所
と
し
て
の
東
宮
の
存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
最
初
の
都
城
で
あ
る
、
西
晋
の
洛
陽
か
ら
検
討
を
は
じ
め
た
い
。
以
下
本

稿
で
用

い
る

「東
宮
」
は
位
置
の
如
何
を
問
わ
ず
原
則
と
し
て
皇
太
子
の
居
所
と
し
て
の
東
宮
の
意
味
で
使
用
し
、
皇
太
子
以
外
の
居
所
と
し
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て
用
い
ら
れ
る

「東
宮
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
注
記
す
る
。

(
一
)

西
晋
洛
陽
の
東
宮

皇
太
子
の
居
所
た
る

「東
宮
」
の
出
現

西
晋
洛
陽
に
お
け
る
東
宮
の
存
在
を
示
す
史
料
は
少
な
く
な
い
が
、
都
城
内
の
位
置
ま
で
明
示
す
る
も
の
は
そ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。
現
行

　ヨ

『河
南
志
』
(永
樂
大
典
本
河
南
志
)
に
牧
め
ら
れ
る

「巫
日
都
城
圖
」
に
は
、
都
城
の
外
郭
か
ら
二
つ
め
の
東
側
城
壁
に
あ
る
建
春
門
の
内
側
に
、

小
規
模
な
城
壁
を
備
え
た

「太
子
宮
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
「圖
」
に
よ
る
と
太
子
宮
、
す
な
わ
ち
東
宮
は
太
倉
の
北
、
皇
帝
の
朝
政
の
中
櫃

で
あ
る
太
極
殿
等
の
あ
る
宮
城
中
央
か
ら
み
て
東
北
に
位
置
す
る
。
こ
の
圖
が
如
何
な
る
典
捺
に
基
、つ
い
て
描
か
れ
た

の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

現
存
す

る
零
細
な
文
献
史
料
に
基
づ
く
推
測
と
も
、
東
宮

の
こ
の
位
置
は
お
お
よ
そ
符
合
す
る
。
ま
ず

『文
選
』
巻
二
四

・
陸
士
衡

(陸
機
)

「贈
焉
文
罷
遷
斥
丘
令
」
の
注
に
引
用
さ
れ
る
陸
機

『洛
陽
記
』
に
は
、

太
子
宮
は
太
宮
の
東
、
薄
室
門
の
外
に
あ
り
。
中
に
承
華
門
あ
り
。

　ゼ

と
あ
る
。
太
宮
に
は
太
廟
の
意
味
も
あ
る
が
、
こ
の
太
宮
と
は
皇
帝
の
宮
た
る
宮
城
を
指
す
と
思
わ
れ
る
の
で
、
東
宮
は
宮
城
の
東
方
に
位
置

し
て
い
た
こ
と
が
ま
ず
確
認
で
き
る
。
薄
室
門
に
つ
い
て
は
、
他
に
洛
陽
に
お
け
る
こ
の
門
の
所
在
を
示
す
史
料
が
無

い
の
で
確
た
る
こ
と
は

　お
　

言
え
な

い
が
、
顔
師
古
に
よ
る
と
薄
室

(暴
室
)
と
は
後
宮
の
染
色
を
司
る
部
局
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
前
漢
長
安
城

の
暴
室
に
つ
い
て
の

解
繹
で
あ
る
が
、
西
晋
時
代
の
薄
室
の
用
例
と
し
て
、
『苦
書
』
巻
三

一
・
后
妃
上

・
武
悼
楊
皇
后
傳
附
左
貴
嬢
に
は
、

の
ち
貴
嬢
と
な
る
も
、
姿

随
に
し
て
寵
な
く
、
才
徳
を
以
て
禮
せ
ら
る
。
髄

巌
に
し
て
多
患
、
常
に
薄
室
に
居
る
。
帝

華
林
に
遊
ぶ

毎

に
、
す
な
わ
ち
輩
を
回
し
て
こ
れ
を
過
ぐ
。

と
あ
る
。
武
帝
が
宮
城
北
部
の
華
林
園
に
園
遊
す
る
際
、
内
殿
か
ら
直
行
せ
ず
に
左
貴
嬢
が
居
る
薄
室
に
螢
を
回
し
て
立
ち
寄

っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
薄
室
は
西
晋
洛
陽
城

の
中
軸
線
よ
り
ず
れ
た
位
置
に
あ
る
は
ず
で
、
そ
こ
か
ら
外
側

(お
そ
ら
く
は
東
方
)
に
面

し
た
門
が
薄
室
門
と

構
さ
れ
、
そ
の
門
に
面
し
て
東
宮
が
あ

っ
た
と
想
像
さ
れ
よ
う
。

一39一



40

も
う

ひ
と

つ
、
東
宮
の
所
在
地
を
推
測
す
る
う
え
で
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
程
泉

(狭
泉
)
と
太
倉
の
位
置
で
あ
る
。
た
だ
し
、
程
泉

の
所
在
地
は
時
代
に
よ

っ
て
異
な
り
、
ま
た
史
料
に
よ

っ
て
も
諸
読
あ
る
。
本
稿
で
は
考
謹
の
煩
を
避
け
る
た
め
、
周
代
以
來
の
程
泉
の
正
確

な
位
置
よ
り
も
、
西
巫日
時
代
に
認
識
さ
れ
て
い
た
程
泉
に
つ
い
て
、
東
宮
と
の
位
置
關
係
を
中
心
に
考
察
を
進
め
た
い
。

程
泉
と
太
倉
の
位
置
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
参
照
す
べ
き
は
次
の

『洛
陽
伽
藍
記
』
巻

一
・
城
内

・
建
春
門
の
記
事
で
あ
る
。

は
か

建
春
門
内
の
御
道
の
南
、
句
盾

・
典
農

・
籍
田
の
三
署
あ
り
。
籍
田
の
南
に
司
農
寺
あ
り
。
御
道
の
北
に
空
地
あ
り
、
東
宮
を
作
す
を
擬

る
。
晋
の
中
朝
の
時
の
太
倉
の
虜
な
り
。
太
倉
の
西
南
に
程
泉
あ
り
。
周
　
三
里
、
す
な
わ
ち
春
秋
の
所
謂
王
子
虎

・
晋
の
狐
催
の
程
泉

つ
ら
ぬ

に
盟
す
な
り
。
水

な
お
澄
清
に
し
て
、
底
を

洞

き
て
明
静
た
り
。
鱗
甲

潜
藏
す
る
も
、
そ
の
魚
竈
を
辮
ず
。
高
祀

泉
の
北
に
河
南
サ

を
置
く
。
中
朝
の
時

の
歩
廣
里
な
り
。
泉
の
西
に
華
林
園
あ
り
。
高
祀

泉

の
園
の
東
に
あ
る
を
以
て
、
因
り
て
名
づ
け
て
蒼
龍
海
と
な

す
。
華
林
園
の
中
に
大
海
あ
り
、
す
な
わ
ち
漢
の
天
淵
池
な
り
。

こ
れ
に
よ
る
と
洛
陽
城
東
面
の
最
北
に
あ
る
建
春
門
内
を
東
西
に
走
る
御
道
の
北
側
に
、
北
魏
の
東
宮
建
設
豫
定
地
だ

っ
た
と
い
う
空
き
地
が

あ
り
、

こ
の
地
に
西
晋
時
代
の
太
倉
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
太
倉
の
西
南
に
程
泉
が
あ

っ
た
と
い
う
。

一
方
、
御
道

の
南
側
に
は
勾
盾

・
典

農

・
籍
田
の
三
署
が
建
ち
拉
ん
で
い
た
が
、
そ
の
西
南
に
は
北
魏
の
太
倉
が
あ

っ
た
。
同
じ
く

『洛
陽
伽
藍
記
』
巻

一
・
城
内

・
昭
儀
尼
寺
に

は
、

昭
儀
寺
に
池
あ
り
、
京
師
の
學
徒
こ
れ
を
程
泉
と
謂
う
な
り
。
街
之
按
ず
る
に
、
杜
預

春
秋
に
注
し
て
云
う
、
程
泉
は
苦

の
太
倉

の
西

南

に
あ
り
と
。
按
ず
る
に
、
晋
の
太
倉
は
建
春
門
の
内
に
あ
り
。
今

太
倉
は
東
陽
門
の
内
に
あ
り
。
こ
の
地
、
今
太
倉
の
西
南
に
あ
り
、

明
ら
け
し
、
程
泉
に
非
ざ
る
な
り
。

と
あ
る
。
北
魏
の
太
倉
西
南
の
昭
儀
寺
境
内
に
あ
る
池
は
、
杜
預
の
い
う
程
泉
で
は
な
い
と
す
る
楊
街
之
の
主
張
は
お
く
と
し
て
、
西
巫日
の
太

倉
は
建
春
門
を
通
る
御
道

の
北
に
、
北
魏

の
太
倉
は
建
春
門
の
南
に
位
置
す
る
東
陽
門
の
内
側
、
お
そ
ら
く
は
東
陽
門
を
通
る
道
の
北
側
に

あ

っ
た
と
し
て
、
西
巫日
と
北
魏
の
太
倉
の
立
地
鮎
を
明
確
に
匿
別
す
る

『洛
陽
伽
藍
記
』
の
認
識
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
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(華
林
園
の
天
淵
)
池
の
水
、
ま
た
東
流
し
て
洛
陽
縣
の
南
池
に
入
れ
り
。
池
は
す
な
わ
ち
故

の
狭
泉
な
り
。
南
北
百

一
十
歩
、
東
西
七

十
歩
。
皇
甫
誼
曰
く
、
悼
王

景
王
を
程
泉
に
葬
る
。
今

洛
陽
の
太
倉

の
中
の
大
家
は
こ
れ
な
り
。
春
秋

定
公
元
年
、
晋

の
魏
献
子
、

き
ず

諸
侯
の
大
夫
を
程
泉
に
合
し
、
始
め
て
盟
し
て
周
に
城
け
り
。
班
固

・
服
慶

・
皇
甫
誼
み
な
程
泉
は
洛
陽
の
東
北

に
あ
り
、
周
の
墓
地
と

言
え
り
。
今

案
ず
る
に
、
周
の
威
烈
王
は
洛
陽
城
内
の
東
北
隅
に
葬
ら
れ
り
。
景
王
の
家
は
洛
陽
の
太
倉
の
中
に
あ
り
、
程
泉
は
雨
家

か
た
わ
ら

の
間
に
あ
り
、

側

は
廣
莫
門
道
の
東
、
建
春
門
路
の
北
、
路
は
す
な
わ
ち
東
宮
路
な
り
。
洛
陽
に
お
い
て
は
東
北
な
り
。
・

　ぜ

と
あ
る
、
『水
経
注
』
巻

一
六

・
穀
水
の
程
泉

の
所
在
を
傳
え
る
記
載
と
關
係
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
藤
道
元
が
引

用
す
る
、
程
泉
と
太

倉
を
周

の
景
王
の
墓
の
所
在
地
と
す
る
皇
甫
誼
の
所
読
が
、
魏
苦
時
代
の
洛
陽
の
所
在
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
「今
案
」

以
下
の
脚
道
元
自
身
が
言
及
し
て
い
る
太
倉
も
、
北
魏
の
そ
れ
で
は
な
く
西
晋
の
太
倉
に
他
な
ら
な
い
。
實
は
藤
道
元
は
程
泉
の
位
置
を
西
各

洛
陽
の
太
倉

の
西
南
と
す
る
読
に
は
異
議
を
唱
え
、
北
魏
時
代
の
華
林
園
に
あ
る
天
淵
池
か
ら
東
に
流
れ
出
た
地
に
あ

る
洛
陽
縣
の
南
池
は

「故
秋
泉
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
程
泉
は
洛
陽
城
内
東
北
隅
に
あ
る
威
烈
王
の
墓
と
景
王
の
墓

の
中
問
に
あ
る
と

い
う
。
か
り
に
邸
道

元
に
し
た
が
い
、
太
倉

の
中
央
部
に
景
王
墓
が
、
洛
陽
城
の
東
北
の
隅
に
威
烈
王
墓
が
あ

っ
た
と
す
る
と
、
『伽
藍
記
』

の
記
載
か
ら
の
推
定

よ
り
も
、
程
泉
の
位
置
は
か
な
り
東
北
に
ず
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
、
そ
う
す
る
と
邸
道
元
読
は
洛
陽
城
内
に
お
け
る
位
置
、
と
く
に
宮
城

に
封
し

て
東
に
よ
り
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は

『伽
藍
記
』
に
基
づ
い
て
程
泉
を
西
晋
太
倉
の
西
南
と
考
え
た
い
。

以
上

の
太
倉
と
程
泉
の
所
在
地
を
ふ
ま
え
、
西
晋
の
東
宮
の
位
置
を
推
測
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
實
は
程
泉
と
東
宮

の
位
置
關
係
を
傳
え
る

史
料
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
『太
卒
簑
宇
記
』
巻
三

・
河
南
道
三
引
戴
延
之

『西
征
記
』
に

「太
子
宮

の
東

に
程
泉
あ
り
」
と
あ
る
記
事
で

あ
り
、
も
う

一
つ
は

『績
漢
書
』
郡
國
志

一
・
河
南
程
陽
の
條
の

「秋
泉
あ
り
、
城
中
に
あ
り
」
に
付
さ
れ
た
、

左
傳
僖
二
十
九
年
、
秋
泉

に
盟
す
。
杜
預
曰
く
、
城
内

の
太
倉
の
西
南
の
池
水
な
り
と
。
或

い
は
曰
く
、
本
は
城
外
に
あ
り
、
定
元
年

め
く

成
周
に
城
き
て
す
な
わ
ち
こ
れ
を
続
ら
す
と
。
案
ず
る
に
、
こ
の
水

晋
の
時
、
東
宮
の
西
北
に
あ
り
。

と
い
う
劉
昭
の
注
で
あ
る
。
『西
征
記
』
で
は
東
宮
は
程
泉
の
西
に
、
劉
昭
注
で
は
東
宮
は
程
泉

の
東
南
に
位
置
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
雨
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史
料
が
指
す
東
宮

の
程
泉
が
同

一
の
場
所
で
は
な

い
可
能

性
も
あ
り
、
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
到
断

に
苦

し
む
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
『西
征
記
』
が

著
者
戴
延
之

(戴
酢
)
が
劉
裕

の
後
秦
征
伐
に
從

軍
し
た
際
の
、
洛
陽
で
の
實
見
に
基
、、つ
く
記
録
で

あ

る
こ

と
、
劉

昭

の

『績

漢
書
注
』
が

『西
征

記
』
の
成
立
よ
り
く
だ
り
、
當
地
を
實
際
に
見
て

い
な

い
は
ず
の
劉
昭
の
推
測
に
よ
る
も

の
で
、
し

か
も
典

檬
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本

稿
で
は

『西
征
記
』
の
記
載
に
よ
り
、
東
宮

の
位

　ぜ

置
を
程
泉
の
西
と
考
え
た

い
。
以
上
の
推
測
に
基

づ
い
て
想
像
し
た
洛
陽
に
お
け
る
東
宮
の
位
置
の

　
ド
ソ

想
像
圖
が
圖
1
で
あ
る
。

以
上
、
西
晋
期
洛
陽
城
に
お
け
る
東
宮

の
位
置

に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
が
、
結
論
と
し
て
は
東

宮
は
宮

城
の
東
部
に
位
置
す
る
こ
と
、
太
倉
と
の

位
置
關
係
が
南
北
逆

に
な

っ
て
い
る
鮎
を
除
き
、

『河
南

志
』
所
掲

「晋
都

城
圖
」
と
ほ
ぼ
同
じ
配

置
で
あ

る
こ
と
が
推
測
さ
れ
た
。
か
か
る
結
論
は
、

圖1西 晋洛陽東宮位置推定圖
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あ
く
ま

で
も
文
献
史
料
か
ら
の
推
測
に
よ
る
位
置
關
係
の
概
念
的
把
握
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
禮
制
的
な
皇
太
子
の
あ
る
べ
き

配
置
、
す
な
わ
ち
宮
城
の
東
方
11
東
宮
と
い
う
配
置
が
、
少
な
く
と
も
西
晋
か
ら
實
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
曹
魏
時

　む

　

代
に
皇
太
子
の
恒
常
的
な
存
在
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
宮
城
の
東
方
に
位
置
す
る
皇
太
子

の
居
所
と
し
て
の
東

宮
は
、
西
晋
洛
陽
の
東
宮
に
は
じ
ま
る
こ
と
も
ほ
ぼ
聞
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
東
宮
の
配
置
は
、
お
そ
ら
く
は
西
苦
恵
帝

(司
馬
衷
)
が
立
太
子
さ
れ
た
泰
始
三
年

(二
六
七
)
頃
に
計
劃
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
先
述
し
た
経
書

の
注
疏

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、

理
想
的
な
禮
制
の
あ
り
方
が
東
宮
の
配
置
に
髄
現
さ
れ
た
可
能
性
を
ひ
と
ま
ず
指
摘
し
て
お
く
。
と
も
あ
れ
、
西
晋
洛
陽

に
お
い
て
宮
城
の
東

北
に
は
じ
め
て
置
か
れ
た
東
宮
は
、
後
世
の
都
城
で
は
ど
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
節
を
あ
ら
た
め
よ
う
。

(二
)

東
晋
南
朝
の
建
康
の
東
宮

そ
の
攣
遷
と
位
置
の
確
立

六
朝
建
康

に
お
け
る
宮
城
と
東
宮
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
次
の

『景
定
建
康
志
』
巻
二

一
・
城
閾
志
二

・
古
宮
殿

・
巫日
永
安
宮
引

『輿
地

志
』
に
、

呉

の
東
宮
は

(太
初
宮
)
城
の
南
に
あ
り
、
巫日
初
の
東
宮
は

(吉室
)
城
の
西
南
に
あ
り
。
そ
の
後
宮
城
の
東
南
に
移
り
、
宋
齊
梁
陳
ま
た

宮
城
の
東
北
に
あ
り
。

と
あ
る
記
載
に
よ

っ
て
概
略
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
節
で
は
東
苦
南
朝
に
お
け
る
東
宮
の
攣
遷
に
つ
い
て
、
賀
雲
闘
氏
の
研
究
を
ふ
ま
え

つ
つ
、

こ
の

『輿
地
志
』
の
記
載
を
跡
づ
け
る
こ
と
か
ら
、
宮
城
と
の
封
置
を
中
心
に
確
認
す
る
。

當
初
東
晋
の
宮
城
は
、
孫
権
が
構
え
た
太
初
宮
の
故
基
に
よ

っ
た
、
陳
敏
の
建
て
た
府
舎
を
も
と
に
作
ら
れ
た
。
賀
氏

に
よ
る
と
、
こ
の
時

鮎
で
の
ち
の
六
朝
建
康
宮
城
に
共
通
す
る
特
徴
、
す
な
わ
ち
南
面
の
正
門
を
大
司
馬
門
と
稻
し
た
鮎
と
、
前
後
に
匿
分
さ
れ
た
墓
内
の
前
牛
部

　　

が
太
極
殿
を
中
心
と
す
る
政
務
匿
に
、
後
牛
部
が
皇
后
等
が
居
住
す
る
後
宮
匿
と
し
た
鮎
な
ど
が
備
わ

っ
て
い
た
と
い
う
。
元
帝
と
つ
ぎ
の
明

帝
は
こ
の
孫
呉
太
初
宮
に
由
來
す
る
墓
城
を
使
用
し
て
い
た
が
、
つ
づ
く
成
帝
時
代

の
成
和
二
年

(三
二
七
)
に
勃
獲
し
た
蘇
峻

の
齪
に
よ

っ
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て
、
こ
の
宮
城
と
建
造
物
は
す
べ
て
灰
儘
に
蹄
す
こ
と
と
な
る
。
齪
の
牧
東
後
、
會
稽
や
豫
章

へ
の
遷
都
も
提
案
さ
れ
た
が
、
朝
議
を
リ
ー
ド

す
る
王
導
の
主
張
に
よ
り
建
康
で
の
宮
城
の
再
建
が
企
劃
さ
れ
る
。
成
和
七
年

(三
三
二
)
に
完
成
し
た
新
た
な
宮
城
は
、
し
か
し
同
じ
場
所

に
お
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
太
初
宮
の
北
に
位
置
す
る
孫
呉
の
苑
城
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
新
し
い
宮
城

(建
康
宮
、
顯
陽
宮
と
も

穂
さ
れ
る
)
は
、
孝
武
帝

の
太
元
三
年

(三
七
八
)
の
二
月
か
ら
七
月
の
牛
年
を
か
け
て
、
尚
書
令
王
彪
之
等

の
外
冠
を

理
由
と
す
る
反
封
意

見
を
し
り
ぞ
け
、
「こ
の
時

宮
室
殿
壊
す
」
(「巫日
書
』
巻
七
九

・
謝
安
傳
)
と

い
う
理
由
か
ら
謝
安
に
よ

っ
て
再
建
さ
れ
る
。
た
だ
し
建
て
ら
れ

た
場
所
は
同

一
で
あ
り
、
そ
の
後
の
南
朝
以
降
も
攣
わ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
で
は
、
か
か
る
宮
城
配
置
の
攣
遷
に
封
し

て
東
宮
の
位
置
は
ど

う
で
あ

っ
た
の
か
。

ま
ず

ふ
ま
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
皇
太
子
の
在
位
が
ほ
ぼ
恒
常
的
で
あ

っ
た
晋
南
朝
時
代
に
あ

っ
て
、
東
晋
期
は
例
外
的
に
皇
太
子
が
置

か
れ
て
い
た
時
期
が
き
わ
め
て
短
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
魏
晋
南
朝
時
代
の
皇
帝
統
治
は
、
基
本
的
に
皇
帝
と
そ
れ
を
補
佐
し
て
宗
廟
を
守
る

　ぬ
　

と
い
う
建
前
の
も
と
、
皇
帝
と
皇
太
子
の
拉
立
が
理
念
と
し
て
あ
り
、
ま
た
實
際
に
漣
守
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
東
巫
日
時
代
は
司
馬
氏
の
本

流
た
る

「大
統
」
が
纏
承
す

べ
き
皇
帝
位
を

「本
統
」
た
る
浪
邪
王
家
が
補
完
し
、
兄
弟
で
皇
帝
位
と
痕
邪
王
位
を
分
推
す
る
方
式
が
、
皇

　ま

帝
-
皇
太
子
拉
立
の
論
理
に
優
先
し
て
い
た
た
め
、
結
果
と
し
て
皇
太
子
の
在
位
が
他
の
時
代
に
比
し
て
極
端
に
短
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。
と

　お
ソ

こ
ろ
で
原
則
と
し
て
東
宮
は
皇
太
子
の
在
位
と
連
動
し
て
設
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
事
實
、
東
晋
の
東
宮
の
造
螢
は
皇
太
子
の
在
位
と
密

接
に
封
鷹
す
る
か
た
ち
で
展
開
し
た
。

東
晋

で
は
じ
め
て
立
太
子
さ
れ
た
の
は
元
帝

の
皇
太
子
司
馬
紹

(明
帝
)。
最
初

の
東
宮
は
こ
の
司
馬
紹
の
た
め
に
建

造
さ
れ
た
も

の
と
想

像
さ
れ
る
。
『建
康
實
録
』
巻
九

・
晋
中
下

・
烈
宗
孝
武
帝

・
太
元

一
七
年

(三
九
三
)
八
月
の

「新
作
東
宮
、
徒
左
衛
螢
」
と
あ
る
記
事

に

附
さ
れ
た
注
に
、

ま
こ
と

按
ず
る
に
、
晋
初

の
太
子
宮
は
宮
の
西
に
あ
り
。
東
宮
と
難
も
、

實

に
皇
后
の
宮
あ
り
。
今
、
吉室
城
を
去
る
こ
と
西
南

の
角
外
、
西
の

マ
マ

か
た
蓮
溝
に
逼
れ
り
。
こ
の
年
に
至
り
、
烈
宗
始
め
て
宮
城
の
東
南
に
新
た
に
し
、
左
衛
の
螢
を
移
し
て
そ
の
地
を
以
て
こ
れ
を
作
れ
り
。
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マ
マ

こ
ぼ

す
な
わ
ち
安
帝
の
太
子
と
爲
り
て
居
る
と
こ
ろ
の
宮
な
り
。
義
煕
中

盧
循
を
討

つ
に
、
劉
裕

そ
の
林
を
壊
ち
て
舟
艦
を
造
れ
り
。
地
は

今

の
縣
の
東
五
里
、
護
身
寺
の
西
に
あ
り
。
御
街
の
東
に
あ
る
な
り
。

と
あ
る
。
時
期
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
元
帝
の
師
位
お
よ
び
立
太
子
と
同
じ
太
興
元
年

(三

一
八
)
か
少
し
く
だ
る
頃
、
孝

武
帝
が
太
元

一
七
年
に
左
衛
螢
の
あ

っ
た
地
に
東
宮
を
新
設
す
る
ま
で
、
最
初
の
東
宮

(太
子
宮
)
は
宮
城
の
西
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
宮
城
と
は

「今
、
吉室
城
を
去
る
こ
と
西
南
の
角
外
、
西

の
か
た
運
溝

(蓮
濱
)
に
逼
れ
り
」
と
あ
る
こ
と
、
ま
た
前
引
の

『輿

地
志
』

に
、
「各
初
の
東
宮
は
吉室
城

の
西
南
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
成
帝
成
和
七
年
以
降
の
宮
城
で
あ
る
か
ら
、
各
初

の
東
宮
と
は
時
期
的

に
封
鷹
し
な
い
。
巫日
初
の
宮
城
と
東
宮
の
位
置
關
係
を
直
接
明
示
す
る
史
料
は
な

い
が
、
瞥
初
の
宮
城
が
新
宮
城

(孫
呉
苑
城
)
の
南
に
あ
り
、

東
宮
が
同
じ
く
新
宮
城
の
西
南
角
外
に
あ

っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
東
宮
は
宮
城
の
ほ
ぼ
眞
西
に
位
置
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
元
帝
の
皇
后
た

る
べ
き
王
妃
の
虞
氏
が
永
嘉
六
年

(三
一
二
)
に
帝
の
皇
帝
即
位
に
先
ん
じ
て
す
で
に
亡
く
な

っ
て
い
る
こ
と
、
明
帝
庚
皇
后

・
成
帝
杜
皇
后

が
い
ず
れ
も
猫
立
し
た

「宮
」
を
構
え
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
後
文
で
言
及
す
る

『景
定
建
康
志
』
所
引

『宮
苑
記
』
供
文

に
み
え

る

「東
宮
」
が
永
安
宮
の
意
味
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
ふ
ま
え
る
と
、
「東
宮
と
難
も
、
實
に
皇
后

の
宮
あ
り
」
の

一

節
は

「宮
城
の
東
に
あ
る
東
宮
は
、
東
宮
と
は
言
わ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
實
質
的
に
は
皇
后
の
宮
で
あ

っ
た
」
と
の
意
味
で
、
新
宮
城
成
立

以
降
に
穆
帝
何
皇
后
が
住
し
た
と
い
う
永
安
宮
を
指
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
位
置
は
あ
き
ら
か
に
西
晋
洛
陽
の

東
宮
を
纏
承
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
明
確
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
華
北
か
ら
の
南
渡
の
際
に
東
宮
も
倉
卒
に
建
設
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
十

分
な
計
劃
の
立
案
が
で
き
な
か

っ
た
た
め
、
イ
レ
ギ

ュ
ラ
ー
な
配
置
に
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
こ
と
を
、

一
案
と
し
て
推
測
し
て
お
き
た
い
。

司
馬
紹

の
立
太
子
か
ら
、
司
馬
街

(成
帝
)
の
太
寧
三
年

(三
二
五
)
三
月
か
ら
閏
八
月
ま
で
の
約
六
箇
月

の
皇
太
子
在
位
を

へ
て
、
二
名

ま
　

の
實
質

の
件
わ
な
い
皇
太
子
在
位
を
の
ぞ
く
と
、
約
四
七
年
ぶ
り
に
司
馬
徳
宗

(安
帝
)
が
立
太
子
さ
れ
る
。
こ
の
立
太

子
を
期
に
、
太
元

一

七
年
八
月
に
東
宮
が
新
設
さ
れ
た
。
孝
武
帝
に
よ
る
東
宮
新
設
と
そ
れ
に
關
わ
る
皇
太
子
政
策
の
劃
期
性
に
つ
い
て
は
第
享
章
に
て
詳
読
す
る
。

こ
の
時
置
か
れ
た
東
宮
は
、
先
に
引
用
し
た

『建
康
實
録
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
宮
城
の
東
南
の
も
と
の
左
衛
螢
の
地

に
新
た
に
建
て
ら
れ
た
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も
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
の

宮
城

に
封
す
る
位
置
は
、

東
方
と

い
う
よ
り
は
む
し

ろ
東
南
で
あ
り
、
西
晋
洛

陽
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も

の
で
あ

っ
た
。
宮
城
か
ら

東
方

に
正
封
す
る
東
宮
は
、

劉
宋
文
帝
の
元
嘉

一
五
年

(四
三
八
)
七
月
の
、
劉
勘

の
た

め
の
東
宮
建
設
ま
で

待
た

な

け
れ
ば

な
ら
な

(25

)

か

っ
た
の
で
あ
る
。
劉
勘

の
東
宮
の
場
所
は
も
と
も

と
東
巫日
時
代
に
穆
帝
の
皇

后
何
氏
が
、
穆
帝
の
死
後

に
住

し
た
永
安
宮
が
あ
り
、

『輿

地
志
』
に
あ

る
よ
う

に
宮
城
の
東
北
、
す
な
わ

ち
西
巫日
洛
陽

の
東
宮
に
ほ
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ぼ
等
し

い
位
置
で
あ

っ
た
。
以
後
、
劉
勘
敗
死
後
の
部
分
的
な
撤
去

・
新
築
や
、
齊
梁
革
命
時
の
交
戦
お
よ
び
侯
景
の
齪
な
ど
の
戦
齪
に
よ

つ

て
し
ば
し
ば
殿
舎
の
改
築
は
あ

っ
た
も
の
の
、
都
城
内
の
基
本
的
な
配
置
は
攣
わ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

以
上

の
東
巫日
初
か
ら
劉
宋
元
嘉
以
降
の
、
宮
城
と
東
宮
の
配
置
の
攣
遷
を
概
念
圖
と
し
て
示
し
た
も
の
が
圖
H
で
あ
る
。
西
巫日
以
來
の
東
宮

　ま

の
位
置

に

「
回
蹄
」
す
る
ま
で
、
實
に
東
晋

一
代
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
何
故
東
晋
を
通
じ
て
あ
る
べ
き
位
置

に
東
宮
は
置
か
れ
な

か

っ
た

の
か
。
こ
の
問
題
を
ふ
く
め
孝
武
帝
期
の
東
宮
政
策
に
つ
い
て
は
第
享
章
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
次
に
六
朝
期

の
東
宮
の
實
態
を
知

る
た
め

に
、
そ
の
構
造
の
特
質
を
確
認
す
る
。

一
一

東
宮

の
構
造

建
康
を
中
心
に

本
章

で
は
東
宮
を
構
成
す
る
主
な
要
素
と
し
て
外
郭
と
門
閾
、
正
殿
た
る
崇
政
殿
ほ
か
主
要
な
殿
舎
、
そ
し
て
園
林
た
る
東
宮
玄
圃
園
の
三

つ
を
と
り
あ
げ
る
。
適
宜
圖
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。

最
初

に
東
宮
の
外
郭
と
門
閾
か
ら
。
前
章
で
引
用
し
た

『輿
地
志
』
に
よ
る
と
、
東
宮
は
宮
城
の
東
北
に
あ

っ
た
。
東
北
と
さ
れ
て
い
る
の

は
、
お
そ
ら
く
元
嘉

一
五
年
當
初
は
宮
城
か
ら
眞
東
の
ラ
イ
ン
を
中
心
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
お
ぼ
し
き
東
宮
の
領
域
が
、
南
齊
文
恵
太
子
の

　む

時
代
に
お
け
る
東
宮
北
方
の
玄
圃
園
の
振
張
工
事
の
際
に
、
北
端
が
吉室
城
の
北
錘
と
同
じ
位
置
に
な
る
ま
で
擾
大
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
東
宮
は
宮
城
の
東
に
近
接
し
て
い
た
が
、
雨
者
の
聞
は
都
城
北
面
の
延
喜
川門
と
同
じ
く
南
面
の
清
明
門
を
む
す
ぶ
二
宮
中
大
路
と
い
う
道

　　

路
に
よ

っ
て
へ
だ
て
ら
れ
て
い
た
。
外
周
に
つ
い
て
は
、
『景
定
建
康
志
』
巻
二
〇

・
城
閾
志

一
・
東
宮
城
引

『宮
苑
記
』
に
、

マ
マ

宮
苑
記
を
案
ず
る
に
、
宋
の
元
嘉
十
五
年

永
吉
宮
を
修
め
て
東
宮
城
と
爲
す
。
四
周
は
土
培
に
し
て
錘
は
雨
重
、
墓
城
の
東
門
の
外
に

あ
り
、
南

・
東

・
西
に
三
門
を
開
け
り
。

と
あ
り
、
四
方
を
城
壁
と
二
重
の
壕
で
園
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
二
宮
大
路
と
城
壁
に
よ
り
、
東
宮
は
理
念
的
の
み
な
ら
ず
實
質
的
に
も
宮
城
か

ら
猫
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
侯
景
の
齪
の
際
に
侯
景
軍
が
東
宮
の
摘
の
上
か
ら
宮
城
内
を
攻
撃
し
た
と
あ
る
こ
と

か
ら
み
て

(『梁
書
』
巻
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　タ

五
六

・
侯
景
傳
)
、

實

態

と

し

て

は

そ

の
距
離

は

け

っ
し

て
懸

絶

し

た

も

の

で
は

な

か

っ
た
。

城
壁

に

設

け

ら

れ

た

門

に

つ

い

て
は

、

右

の

『
宮

苑

記

』

で
は

東

西

及

び
南

面

に

一
つ
ず

つ
門

が
あ

っ
た

こ

と

を

傳

え

る

が
、

別

の

『宮

苑

記
』

侠

文

(
「景
定
建
康
志
』
巻

二
〇

・
城
閾
志

一
・
門

閾

・
古
東
宮
門
引

『宮
苑
記
』
)

に

は

、

あ

南
面
の
正
中

曰
く
承
華
門
。
南
に
直
た
り
て
出
つ
る
に
、
路
の
東
に
太
傅
府
、
次

い
で
東
に
左
虐
事
府
、
ま
た
次

い
で
東
に
左
率
府
あ

あ

り
。
路
の
西
に
少
傅
府
、
次
い
で
西
に
右
虐
事
府
、
ま
た
次
い
で
西
に
右
率
府
あ
り
。
東
面
の
正
中

曰
く
安
陽
門
。
東
の
か
た
直
た
り

む

む

あ

む

て
東
陽
門
に
封
か

い
、
西

の
か
た
温
徳
門
に
封
か
う
。
西
面
の
正
中

曰
く
則
天
門
。
西
の
か
た
直
た
り
て
吉室
城

の
東
華
門
に
封
か
う
。

東

に
率
更
寺
、
西
に
家
令
寺
、
次
い
で
西
に
太
僕
寺
、
更
に
西
の
か
た
典
客
省
あ
り
。

　　

と
あ
り
、
南
面
正
門
と
し
て
承
華
門
が
、
東
面
に
安
陽
門
、
西
面
に
則
天
門
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
西
面
に
は
他
に
奉
化
門
な
る
門
が
あ

っ
た

煙

こ
れ
が
則
天
門
の
別
名
な
の
か
・
そ
れ
と
も
里
ハな
る
門
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
・
北
面
に
門
が
あ

っ
た
こ
と
は
傳

え
ら
れ
て
い
な
い

が
、
皇
帝
の

「公
認
の
模
倣
者
」
た
る
皇
太
子
の
宮
で
あ
る
東
宮
も
あ
る
程
度
宮
城
を
模
し
て
作
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く

は
存
在

し
た
。
ほ
か
に
、
断
定
は
で
き
な

い
が
東
面
に
崇
福
門
と

い
う
門
が
あ

っ
た
ら
し

い
。
『太
卒
御
覧
』
巻
三
五
二

・
兵
部
八
三

・
戟
上

引

『張
傲
巫日
東
宮
奮
事
』
に
、

東
列
の
崇
福
門
、
門
は
お
の
お
の
莞
楯
十
幡
、
難
鳴
戟
十
張
あ
り
。

　　

と
あ
る
。
た
だ
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、

『張
敵
巫日
東
宮
奮
事
』

(「東
宮
奮
事
』、
「東
宮
故
事
』
と
も
構
さ
れ
る
)
は
太
元

一
七
年
以
降
の
東
瞥

の
東
宮

に
關
す
る
諸
事
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
書
な
の
で
、
南
朝
期
以
降
の
東
宮
に
該
當
す
る
か
否
か
は
注
意
を
要
す
る
が
、
お
そ
ら
く
は

あ

っ
た

で
あ
ろ
う
。
四
面
の
門
と
は
別
に
、
東
宮

の
内
側
に
崇
賢
門
な
る
門
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『藝
文
類
聚
』
巻

三
九

・
禮
部
中

・
朝

會
引

『東
宮
奮
事
』
に
は
、

東
宮
奮
事
に
曰
く
、
正
會
の
儀
、
太
子

遠
遊
冠

・
経
紗
の
爆
を
着
け
、
輿
に
登
る
。
承
華
門
に
至
り
、
位
を
設
け
、
二
傅
を
拝
す
。
二

傅

の
交
禮
畢
る
も
、
ま
た
車
に
登
ら
ず
。
太
傅
は
訓
道
に
て
前
に
あ
り
、
少
傅
は
訓
從
に
て
後
に
あ
り
。
太
子

崇
賢
門
に
入
り
、
樂
を
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爲
す
。
太
子

殿
に
登
り
、
西
向
し
て
坐
す
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
正
會
の
儀
と
は
、
正
月
の
元
會
に
お
い
て
皇
太
子
が
師
傅

(太
子
三
師

・
太
子
三
傅
)
と
交
禮
す
る
儀
式
で
あ
り
、
唐
代

　お
　

で
も
同
種

の
儀
禮
が
存
在
し
た

(『大
唐
開
元
禮
』
巻

=

三
・
嘉
禮

・
皇
太
子
與
師
傅
保
相
見
)。
そ
の
開
元
禮
に
あ

っ
て
も
、
東
宮
の
門
と
正
殿

の
門
が
儀
禮
上
の
舞
吉室
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
こ
の
崇
賢
門
も
東
宮
の
正
殿
た
る
崇
政
殿
の
前
に
位
置
す
る
門
で
あ

っ
た
と
考
え

ま
　

ら
れ
る
。

次
に
殿
舎
に
つ
い
て
。
最
初
に
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
崇
政
殿

(崇
正
殿
)
で
あ
る
。
そ
れ
は
東
宮

の
正
殿
と
し
て
宮
城

の
太
極
殿
に
相
當
し
、

皇
太
子

に
と

っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
建
造
物
で
あ

っ
た
。
劉
宋
明
帝
の
泰
豫
元
年

(四
七
二
)
正
月
の
、
病
氣
の
明
帝
に
替
わ
っ
て
皇
太
子
劉

　あ
　

呈

(後
慶
帝
)
に
よ

っ
て
東
宮
で
墨
行
さ
れ
た
元
會
も
、
こ
の
崇
政
殿
で
お
こ
な
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
崇
政

殿
は
皇
太
子
に
よ
る

　　
　

『孝
経
』

の
講
義
の
場
と
し
て
も
活
用
さ
れ
た
。
皇
太
子
の

『孝
経
』
講
義
は
、
繹
萸

・
冠
禮
と
と
も
に
皇
太
子
の

「皇
帝
権
縫
承
資
格
の
完

　を

成
を
表
徴
す
る
儀
禮
と
し
て
重
要
な
象
徴
機
能
を
憺

っ
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
皇
太
子
の
存
在
を
宣
傳
す
る
舞
吉室
と
し

て
、
崇
政
殿
は
も

っ
と

も
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ

っ
た
。
そ
の
他
、
劉
宋
文
帝
の
皇
太
子
の
劉
勘
お
よ
び
昭
明
太
子
の
嫡
子
で
あ
る
薫
激
が
服
喪

の
場
と
し
て
崇
政
殿

に
椅
盧
を
設
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
魏
巫日
南
北
朝
期
に
お
い
て
太
極
殿
が
い
に
し
え
の
路
寝
と
認
識
さ
れ
、
そ
の
路
寝

に
服
喪
の
際
の
椅
盧
を

設
け
ら
れ
る
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
た
め
太
極
殿
に
相
當
す
る
崇
政
殿
が
皇
太
子
お
よ
び
そ
の
嫡
子
の
衙
盧
の
場
と
し
て
選
ば

ま
　

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
崇
政
殿
は
宮
城
の
太
極
殿
に
比
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
宮
城
の
外
朝
の
範
園
に
あ
た
る
が
、
同
様
に
内
朝

・
後
宮

に
相
當
す
る
と
思
わ
れ
る
建
物
も
存
在
し
た
。
劉
宋
前
慶
帝
の
皇
后
何
氏
が
太
子
妃
時
代
に
亡
く
な

っ
た
徽
光
殿

(『宋
書
』
巻
四
一
・
后
妃
傳
)

や
、
梁
武
帝
の
夫
人
で
昭
明
太
子

・
簡
文
帝
の
生
母
丁
貴
嬢

(令
光
)
の
殖
禮
を
お
こ
な

っ
た
臨
雲
殿

(「梁
書
』
巻
七

・
皇
后

・高
祀
丁
貴
嬢
傳
)

　　

は
、
宮
城
の
皇
太
后

・
皇
后
の
居
所
で
あ
る
顯
陽
殿

・
昭
陽
殿
に
相
當
す
る
殿
舎
に
比
定
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
南
齊
文
恵
太
子
が
王
僧
濡
に
宿

直
を

(『梁
書
』
巻
三
三

・
同
傳
)、
許
慾
に
侍
講
を
お
こ
な
わ
せ

(同
巻
四
〇

・
同
傳
)、
ひ
い
て
は
自
ら
が
死
去
し
た
場
所

で
あ
る
崇
明
殿

(「南

史
』
巻
四
四
・
齊
武
帝
諸
子

・
文
恵
太
子
傳
)
や
、
昭
明
太
子
が

「專
ら
法
集
の
所
と
爲
す
」
と
さ
れ
た
慧
義
殿

(「梁
書
』
巻
八
・
同
傳
)
も
、
政

一49一



50

務
匪
域
た
る
崇
政
殿
以
北
の
内
朝

・
後
宮
の
範
園
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

皇
太
子
も
皇
帝
と
同
様
に
家
臣

(宮
臣

・
宮
僚
)
を
備
え
、
政
務
に
從
事
さ
せ
て
い
た
か
ら
に
は
、
そ
れ
ら
東
宮
官
僚
が
勤
務
す
る
廉
舎
も

當
然
存
在
し
た
。
東
宮
外
に
置
か
れ
た
鷹
舎
と
し
て
は
、
先
に
引
用
し
た

『宮
苑
記
』
に
よ
る
と
太
子
太
傅

・
少
傅
府
、
左
右
蒼
事
府
、
左
右

衛
率
府
、
率
更
寺
、
太
僕
寺
、
典
客
省
が
あ
り
、
そ
し
て
宮
城
と
同
様
に
、
東
宮
内
に
も
前
述
の
諸
殿
舎
と
は
別
に
廉
舎
が
置
か
れ
て
い
た
。

　ぜ

『東
宮
奮
事
』
に
よ
る
と
、
東
宮
に
は
中
庶
子
坊
が
あ

っ
た
が
、
お
そ
ら
く
唐

の
太
子
左
春
坊

・
右
春
坊

(そ
れ
ぞ
れ
門
下
省

・
中
書
省
に
相
當
)

の
う
ち

の
左
春
坊
の
淵
源
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
そ
の
侍
中
に
相
當
す
る
職
務
上
、
東
宮
内
に
配
置
さ
れ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。

最
後

に
園
林
に
つ
い
て
。
東
宮
猫
自
の
園
林
で
あ
る
玄
圃
園
は
、
南
齊
文
恵
太
子
時
代
に
お
け
る
そ
の
豪
奢
な
趣
向
と
建
築
か
ら
、
園
林
史

　
ハ
　

研
究
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
。
し
か
し
玄
圃
園
は

『宋
書
』
巻
二
九

・
符
瑞
志
下
に
、

元
嘉
二
十
二
年
七
月
、
東
宮
玄
圃
園
の
池
の
二
蓮

軟
を
同
じ
く
す
。
内
監
殿
守
舎
人
宮
勇
民

以
聞
す
。

と
あ
り
、
南
齊
以
前
か
ら
存
在
し
た
。
お
そ
ら
く
は
元
嘉

一
五
年
の
東
宮
新
設
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
建
設
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
玄
圃
園
は
宴
會

の
場
と

し
て
用

い
ら
れ
た
り

(「南
齊
書
』
巻
三

一
・
萄
伯
玉
傳
、
同
書
巻
四
四
・
沈
文
季
傳
、
「梁
書
』
巻
三
三

・
王
笏
傳
な
ど
)、
梁
の
苦
安
王
綱

(簡
文
帝
)
に
よ
る
佛
法
や
五
経
の
講
義
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
私
的
な
行
事
に
使
用
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
園
内

の
宣
猷
堂
に
お
け
る
、

文
恵
太
子
に
よ
る
三
署
の
囚
人
の
録
囚
と
い
っ
た
公
務
に
も
使
用
さ
れ
た
。
と
く
に
録
囚
は
皇
帝
に
よ
る
華
林
園
で
の
録
囚
を
か
た
ど
る
行
爲

に
他
な
ら
ず
、
皇
太
子
の
皇
帝
の
模
倣
者
と
し
て
の
特
質
が
、
皇
帝
の
宮
城
に
封
す
る
東
宮
と
い
う
機
構
面
に
も
及
ん

で
い
た
こ
と
の
謹
左
と

　
れ
ソ

み
な
さ
れ
よ
う
。

以
上
、
南
朝
建
康
の
東
宮
の
構
造
に
つ
い
て
概
略
を
確
認
し
た
が
、
皇
太
子
劉
勘
の
政
治
的
擁
頭
を
契
機
と
し
て
東
宮
機
構
も
南
朝
に
お
い

　お
　

て
獲
展

・
複
雑
化
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
そ
の
獲
展
が
、
皇
帝
お
よ
び
宮
城
に
準
ず
る
方
向
で
な
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
晋
南
朝
に
お
け
る
東
宮
の
歴
史
的
展
開
を
ふ
ま
え
た
場
合
、
機
構
面
は
ひ
と
ま
ず
お
く
に
せ
よ
、
東
宮
が
宮
城

の
東
方
に
置
か
れ
な

か

っ
た

こ
と
に
加
え
、
皇
太
子
の
存
在
そ
の
も
の
が
稀
有
で
あ

っ
た
東
巫日
は
、
き
わ
め
て
特
異
な
時
代
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
、
第
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二
章
で
東
晋
に
お
け
る
皇
太
子
の
在
位
と
東
宮
の
建
置
に
つ
い
て
み
た
よ
う
に
、
孝
武
帝
に
よ

っ
て
牛
世
紀
ぶ
り
の
立
太
子
及
び
相
慮
の
皇
太

子
の
在
位
と
東
宮
の
新
設
が
實
行
さ
れ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
南
朝

へ
の
韓
機
と
し
て
孝
武
帝
期
は
重
要
な
劃
期

で
あ

っ
た
こ
と
が
豫

想
さ
れ
る
。
よ

っ
て
最
後
に
東
巫日
孝
武
帝
期
に
お
け
る
東
宮
と
皇
太
子
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
か
ら
、
六
朝
建
康
に
お
け
る
東
宮
の
歴
史
的

性
格
を
確
認
し
た
い
。

三

束
普
孝
武
帝
期
の
東
宮
を
め
ぐ

っ
て

東
巫
日
の
孝
武
帝
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
大
規
模
な
新
宮
の
造
螢

(こ
れ
は
宰
相
謝
安
の
主
導
で
あ
る
が
)、
華
林
園
内
の
清
暑
殿
や
東

宮
、
永
安
宮
な
ど

の
建
築
と

い
っ
た

「土
工
好
み
」
の
性
格
や
、
佛
敏

へ
の
傾
倒
、
さ
ら
に
は

「酒
色
に
溺
れ
、
殆

ど
長
夜

の
飲
を
な
す
」

(「巫日書
』
巻
九

・
孝
武
帝
紀
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
般
に
は
政
務

へ
の
關
心
が
少
な
か

っ
た
皇
帝
と

い
う
認
識
が
強
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

『南
史
』
巻
二
四

・
王
紹
之
傳
に
、

晋
帝

孝
武
よ
り
以
來
、
常
に
内
殿
に
居
る
。
武
官

の
主
書

中
に
於
い
て
通
呈
し
、
省
官

一
人
を
以
て
詔
諾
を
管
し
、
西
省
に
住
せ
し
む
。

因
り
て
こ
れ
を
西
省
郎
と
謂
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
朝
政
よ
り
も
内
朝

・
後
宮
で
の
政
務
に
比
重
を
お
く
南
朝
的
な

「内
向
き
」
の
皇
帝
の
さ
き
が
け
と
み
ら
れ
る
こ
と
も
、
や

　ぢ

む
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
孝
武
帝
の
側
面
は
、
な
お

一
部
に
す
ぎ
な
い
。
田
絵
慶
氏
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
い

わ
ゆ
る
貴
族
制
全
盛
期
の
皇
帝
権
力
が
つ
よ
く
型
肘
さ
れ
た
と
さ
れ
る
東
晋
時
代
に
あ

っ
て
、
孝
武
帝
が
皇
帝
権
力
の
伸
張
に
つ
と
め
、
ま
た

　タ

實
際
に

一
定
の
成
果
を
え
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
田
氏
は
孝
武
帝
期
を
東
晋
門
閥
政
治
か
ら
劉
宋
皇
権
政
治

へ
の
過
渡
期
と
位
置

づ
け
、
皇
帝
灌
力
の
伸
張
を
可
能
と
し
た
理
由
の

一
つ
と
し
て
士
族
の
衰
微

(孝
武
帝
親
政
期
に
相
次
い
で
死
去
し
た
桓
沖
お
よ
び
謝
安

・
謝
玄

・
謝

石
等
の
陳
郡
謝
氏

一
門
に
つ
づ
く
、
門
閥
政
治
を
主
導
す
る
士
族
側
の
中
心
人
物
の
不
在
)
を
あ
げ
る
。
そ
の
理
由

の
是
非
は
今
は
お
く
と
し
て
、
氏

の
孝
武
帝
期
を
劉
宋

へ
の
過
渡
期
と
す
る
理
解
は
、
六
朝
期
の
政
治
だ
け
で
な
く
東
宮
の
あ
り
方
に
お
い
て
も
該
當
す
る
。
か
か
る
南
朝

へ
の
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過
渡
期
た
る
特
質
が
孝
武
帝
に
よ
る
東
宮
の
諸
政
策
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
以
下
に
み
て
い
き
た
い
。

太
元

一
二
年
の
司
馬
徳
宗
立
太
子
、
同

一
七
年
の
東
宮
新
設
の
ほ
か
に
東
宮
に
關
す
る
政
策
と
し
て
、
第

一
に
軍
備
面

で
の
施
策
が
あ
げ
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
東
宮
新
設
に
先
立

つ
一
年
前
の
太
元

一
六
年

(三
九

一
)
に
、
江
州
の
兵
螢

の
甲
士
を
徴
獲
し
て
護
軍
府
と
東
宮
に
配
し
て

　
　
ワ

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
兵
士
だ
け
で
な
く
そ
れ
を
統
率
す
る
武
官
に
封
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
置
か
れ
て
い
た
太
子
左
右
衛
率
に
加
え
、
西
苦

恵
帝
期
以
來
置
か
れ
て
い
な
か

っ
た
太
子
前
衛
率

・
後
衛
率
が
置
か
れ
る

(『大
唐
六
典
』
巻
二
八

・
太
子
左
右
衛
率
府

・
太
子
左
右
衛
注
)。
『大
唐

六
典
』

に
は
孝
武
帝
期
と
の
み
あ
り
、
時
期
の
特
定
は
難
し
い
が
、
兵
士
の
徴
獲
と
同
時
期
に
な
さ
れ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
武
官

に
封
す

る
文
官
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
あ
ら
た
な
屡
僚
の
増
員
や
ポ
ス
ト
の
新
設
が
あ

っ
た
こ
と
は
傳
え
ら
れ
て
い
な

い
。
だ
が
、
そ
の
選
任

に
際
し

て
は
、

時

に
皇
太
子

な
お
幼
く
、
帝

は
な
は
だ
鍾
心
す
。
文
武
の
選
は
み
な

一
時
の
俊
な
り
。
(「巫日書
』
巻
九

一
・
儒
林

・
徐
遡
傳
)

と
あ
り
、
き
わ
め
て
重
祠
さ
れ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

孝
武
帝
に
よ
る
東
宮
積
極
政
策
の
推
進
は
、
文
武
属
僚
と
い
う
人
的
側
面
と
そ
の
活
動
の
場
で
あ
る
東
宮
の
新
設
と

い
う
機
構
面
の
二
方
面

に
と
ど
ま
ら
ず
、
禮
制
面
に
お
い
て
も
顯
著
に
う
か
が
わ
れ
る
。
な
に
よ
り
も
立
太
子
自
謄
が
、
本
來
あ
る
べ
き
禮
制

の
實
践
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
と
と
も
に
禮
制
の
領
域
に
お
け
る
東
宮
の
攣
質
を
示
す
の
が
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
引
用
し
た

『東
宮
奮
事
』
が

こ
の
孝
武
帝
期
に
編
纂

さ
れ
た
と

い
う
事
實
で
あ
る
。
『東
宮
奮
事
』
は
、
『階
書
』
巻
三
三

・
経
籍
志
二
で
は

「
『苦
東
宮
奮
事
』
十
巻
」
と
の
み
あ
り
、
撰
者
未
詳

と
さ
れ
る
。
だ
が
、
『奮
唐
書
』
巻
四
六

・
経
籍
志
上
に

「東
宮
奮
事
十

一
巻
張
敵
撰
」
と
、
『新
唐
書
』
巻
五
八

・
藝
文
志
二
に
も

「張
敵
晋

東
宮
奮
事
十
巻
」
と
あ
る
こ
と
、
そ
の
侠
文
の
内
容
と
状
況
か
ら
み
て
、
撰
者
が
東
晋
の
張
傲
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か

で
あ
る
。
そ
の
内
容

は
、
侠
文
か
ら
み
る
か
ぎ
り
太
元

一
二
年
の
司
馬
徳
宗
立
太
子
お
よ
び
同
二

一
年
に
お
け
る
皇
太
子
妃

(狼
邪
の
王
献
之
の
女
)
の
納
妃
の
際
に
、

(47
)

賜
與
さ
れ
る
衣
服
や
車
馬
以
下
の
諸
物
品
の
規
定
を
中
心
と
す
る
も
の
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
引
用
し
た
侠
文
か
ら
う
か
が

わ
れ
る
よ
う
に
、
東
宮
の
門
や
鷹
舎
の
記
述
な
ど
も
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
孝
武
帝
期
を
通
じ
た
皇
太
子

・
東
宮
に
關
す
る
総
合
的
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な
業
務

マ
ニ
ュ
ア
ル
で
、
六
朝
時
代
よ
り
数
多
く
編
纂
さ
れ
た
儀
注
の

一
種
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の

『東
宮
奮
事
』
の
編
纂
が
公

的
な
も

の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
張
傲
の
私
撰
に
か
か
る
も
の
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
皇
太
子
に
關
す
る
総
合
的
な
儀
注
が
こ
の
東
晋
後
期
に

　　
　

は
じ
め

て
編
纂
さ
れ
、
そ
の
後
に
著
述
さ
れ
た
皇
太
子
に
關
係
す
る
著
作
の
嗜
矢
を
な
す
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
し
ば
し
ば
後
世
の
東
宮
に

　タ

お
け
る
儀
式
次
第
の
典
捺
と
し
て
活
用
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
そ
れ
は
、
當
該
時
期
の
皇
太
子
の
あ
り
方
が

一
つ
の
劃
期

で
あ

っ
た
謹
に
他
な
ら
な
い
。

さ
ら

に
、
上
記
の
皇
太
子

・
東
宮
に
封
す
る
積
極
策
は
、

一
人
孝
武
帝
の
意
向
に
よ

っ
て
の
み
進
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

一
種
の
世
論

な
い
し
肚
會
的
な
立
太
子

へ
の
希
求
が
そ
の
背
景
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『資
治
通
鑑
』

の
繋
年
に
よ
る

と
太
元

一
四
年

=

月
、
會
稽
の
許
榮
は
當
時

の
朝
政
の
紫
齪
に
封
す
る
批
到
を
上
疏
す
る
が
、
そ
れ
ら

の
時
世
批
到
と
と
も
に
、
「太
子
は

宜
し
く
東
宮
に
出
臨
し
て
徳
業
を
克
奨
す
べ
し
」
と
の
意
見
も
提
示
し
て
い
る

(「習
書
』
巻
六
四
・
簡
文
三
子
・
會
稽
王
道
子
傳
)。
こ
の
上
疏
は

「
拉
び
に
省
み
ら
れ
ず
」
と
あ
る
の
で
、
提
出
時
に
は
採
用
さ
れ
な
か

っ
た
が
、
『資
治
通
鑑
』
巻

一
〇
八

・
巫日
紀
三
〇

・
孝
武
帝
太
元
二
〇
年

(三
九
五
)
三
月
の
條
に

「皇
太
子
出
で
て
東
宮
に
就
く
」
と
あ
る
記
載
に
よ
る
と
、
こ
の
年
、

一
四
歳
で
司
馬
徳
宗
の
東
宮
正
位
は
實
現
し

た
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
皇
帝
と
皇
太
子
に
よ
る
理
想
的
な
皇
帝
家
統
治
の
形
態
の
完
成
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
と
り
わ
け
無

わ
か

視
で
き
な
い
の
は
、
の
ち
の
安
帝
た
る
皇
太
子
司
馬
徳
宗
が

コ
帝
不
恵
に
し
て
、
少
き
よ
り
長
ず
る
に
及
ぶ
も
、
口
に
言
う
あ
た
わ
ず
、
寒
暑

の
攣
と

い
え
ど
も
、
以
て
辮
ず
る
な
し
」
(「巫日
書
』
巻

一
〇

・
安
帝
紀
)
と
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
知
的
障
害
を
生
ま
れ
な
が
ら
に
も

っ
て
い

た
こ
と

で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
皇
帝
の
政
務
を
助
け
る
よ
う
な
状
態
で
は
到
底
な
か

っ
た
に
も
關
わ
ら
ず
、
皇
太
子
の
存
在
が
求
め
ら

れ
た
と

こ
ろ
に
こ
そ
、
の
ち
の
南
朝
的
な
皇
帝

・
皇
太
子
拉
列
の
政
治
髄
制

へ
の
攣
化
の
兆
し
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
と
よ
り
、

そ
の
よ
う
な
お
飾
り

・
偲
偏
的
な
皇
太
子
の
宣
揚
は
、
時
の
灌
臣
で
あ
る
司
馬
道
子
お
よ
び
そ
の

一
派
の
世
論
に
封
す
る
迎
合
と
み
る
こ
と
も

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ま
で
東
晋
で
は
立
太
子
す
ら
お
ぼ
つ
か
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
大
き
な
攣
化
が
生
じ
た

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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か
か

る
皇
太
子
の
あ
り
方
に
み
ら
れ
る
東
晋
の
政
治
髄
制
の
攣
化

そ
れ
は
南
朝
の

「
開
開
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
皇
帝

・
皇
太
子
の

拉
立
と

い
う
形
式
に
お
い
て
は
西
晋

へ
の

「回
蹄
」
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
が

は
、
で
は
何
故
生
じ
た
の
か
。
こ

の
問
い
に
封
し
て
明

確
な
回
答
を
出
す
こ
と
は
難
し
い
が
、
太
元

一
二
年
の
司
馬
徳
宗
立
太
子
に
は
じ
ま
る

一
連
の
東
宮
政
策
に
先
立
つ
四
年
前
、
す
な
わ
ち
同
八

年

(三
八
三
)

一
〇
月

の
浬
水

の
戦
い
に
お
け
る
東
晋

の
勝
利
は
、
そ
れ
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
混

水
の
戦

い
は
華
北
の
前
秦
と
江
南
の
東
苦
が
雌
雄
を
決
す
べ
く
し
て
ひ
ら
か
れ
た
戦
役
で
あ
り
、
こ
の
戦
い
の
結
果
、
華
北
の
前
秦
に
よ
る
統

合
が
瓦
解
し
た
た
め
に
、
北
中
國
の
政
治
的
統

一
が
北
魏
太
武
帝
期
ま
で
遅
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
、
そ
し
て
江
南

で
は
南
朝
が
最
後
の
陳

の
頑
明

三
年

(五
八
九
)
ま
で
の
お
よ
そ
二
〇
〇
年
間
、
命
脈
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
勝
利
が
意
味
す

る
の
は
、
軍
に
南
北

朝
封
峙

の
状
況
が
確
定
し
た
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
東
晋
に
と

っ
て
そ
の
存
亡
が
か
か

っ
た
戦
い
に
勝
利
し
、
小
康
を
え
た
こ
と
に

よ

っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
江
南

へ
の

「僑
居
」
、
す
な
わ
ち
あ
く
ま
で
も

「
假
住
ま
い
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
か
ら
、
江
南
に
立
脚
し
た
中
華
の
正

統
王
朝
た
ら
ん
と
す
る
政
治
姿
勢
が
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
姿
勢
が
皇
太
子
の
宣
揚
お
よ
び
東
宮

の
充
實
と
い
う
理
想
的

　
の
ワ

な
皇
帝
家
支
配
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
政
策

へ
の
韓
換
に
反
映
さ
れ
た
と
考
え
た
い
。

最
後

に
、
孝
武
帝
期
を
皇
太
子

・
東
宮
の
あ
り
方
が
攣
質
し
た
南
朝

へ
の
韓
換
期
と
位
置
づ
け
た
場
合
、
で
は
何
故
東
宮
の
位
置
だ
け
が
西

晋
以
來

の
宮
城
東
方
で
は
な
か

っ
た
の
か
と
い
う
、
第

一
章
で
保
留
し
て
い
た
問
題
に
答
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
太
元

一
七
年
な
い
し
そ
れ
以

前
に
東
宮
の
新
設
が
計
劃
さ
れ
た
時
に
宮
城
の
東
の
地
を
選
揮
す
る
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
は
孝
武
帝
の
念
頭
を
よ
ぎ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、

本
來
で
あ
れ
ば
東
宮
を
お
く
べ
き
そ
の
地
に
は
、
す
で
に
永
安
宮
が
築
か
れ
て
い
た
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
そ
の
永
安
宮
を
撤
去

・
移
韓
し
て

ま
で
東
宮
を
建
て
る
に
は
お
よ
ぼ
な
か

っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
永
安
宮
は
穆
帝
の
死
後
、
そ
の
皇
后
何
氏
の
居
所
と
し

て
哀
帝
の
升
卒
五
年

(三
六

一
)
九
月
に
建
て
ら
れ
た

(『音
書
』
巻
八
・
哀
帝
紀
)。
第

一
章
で
述
べ
た
よ
う

に
、
皇
太
子
司
馬
街
が
太
寧
三
年

(三
二
五
)
閏
八
月
に

即
位
し

て
以
降
、
太
元

一
二
年

(=
天

七
)
の
司
馬
徳
宗
立
太
子
ま
で
の
約
六
〇
年
聞
、
皇
太
子
位
が
實
態
と
し
て
ほ
ぼ
空
位
で
あ
り
、
東
宮

も
實
質
的
に
存
在
し
な
か

っ
た
か
、
あ
る
い
は
無
用
と
い
っ
て
も
よ
い
状
態
に
あ

っ
た
。
そ
の
こ
と
も

一
因
で
あ
ろ
う
、
宮
城
東
方
の
地
に
は
、

一54一
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み
　

東
海
王

の
邸
宅
が
永
安
宮
が
建
築
さ
れ
る
ま
で
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
。

一
方

の
穆
帝
何
皇
后
に
つ
い
て
。
穆
帝
は
孝
武
帝
に
と

っ
て
血
縁
的
に
は
從
兄
弟

(康
帝
)
の
子
、

つ
ま
り
從
甥
に
あ
た
り
、
輩
行
と
し
て

は
孝
武
帝
が
上
位
と
な
る
。
し
か
し
、
皇
位
を
纏
承
し
た
順
番
か
ら
み
る
と
、
東
巫日
五
代
皇
帝
穆
帝
は
九
代
皇
帝
孝
武
帝

に
と

っ
て
宗
廟
に
お

け
る
祭
祀
の
封
象
で
あ
り
、
禮
制
上
敬
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
穆
帝
の
皇
后
で
あ
る
何
皇
后
も
同
様
で
あ
る
。
か
か
る
禮
制
の
面

に
お
け

る
關
係
に
加
え
、
何
皇
后

の
兄
弟

(お
そ
ら
く
は
弟
)
で
あ
る
何
澄

の
存
在
も
無
視
で
き
な

い
。
何
澄
は
盧
江
澹

の
人
、
成
帝
期
か
ら

穆
帝
期

に
か
け
て
、
宰
相
と
し
て
政
治
の
重
責
を
憺

っ
た
何
充

の
弟
に
あ
た
る
何
準

の
子

(『晋
書
』
巻
九
三

・
外
戚

・
何
準
傳
附
)
。
た
だ
し
何

　ヨ

準
は

「高
尚
寡
欲
」
に
し
て
兄
の
何
充
に
仕
官
を
勧
め
ら
れ
て
も
生
涯
官
途
に
就
こ
う
と
し
な
か

っ
た
。
封
照
的
に
子

の
何
澄
は
秘
書
郎
に
起

家
、
そ

の
後
秘
書
丞

・
秘
書
監

・
太
常

・
中
護
軍
と
い
っ
た
清
官
を
孝
武
帝
期
ま
で
に
歴
任
、
順
調
に
官
位
を
重
ね
、
安
帝
隆
安
四
年

(四
〇

〇
)
に
は
尚
書
左
僕
射
ま
で
昇
進
し
て
い
る
。
起
家
官
は
叔
父
の
何
充
の
蔭
が
機
能
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
後
の
昇
進
は
何
皇

　お
　

后
の
存
在
と
と
も
に

「孝
武
帝
こ
れ
を
深
愛
す
」
(同
傳
)
と
い
う
、
孝
武
帝
と
の
個
人
的
關
係
も
少
な
か
ら
ず
影
響
し

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
外
戚
何
氏

一
族
と
孝
武
帝
と
の
聞
の
近
し
い
關
係
も
あ

っ
て
、
何
皇
后
は
孝
武
帝
よ
り
禮
遇
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

當
時
の
状
況
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
孝
武
帝
期
の
イ
レ
ギ

ュ
ラ
ー
な
東
宮
の
配
置
は
、
上
記
の
よ
う
な
禮
制
上
の
制
約
や
外
戚
と
の
し
が
ら
み

が
梯
拭
さ
れ
た
南
朝
劉
宋
期
に
い
た

っ
て
よ
う
や
く
是
正
の
機
會
が
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
元
嘉
年
間
に
お
い
て
東
宮
が
あ
る
べ
き
宮
城
の

東
方
に
構
築
さ
れ
、
以
後
の
南
朝
政
灌
に
縫
承
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

第

一
章
で
は
晋
南
朝
の
都
城
に
お
け
る
東
宮
の
位
置
の
攣
遷
を
確
認
す
る
作
業
と
し
て
、
西
晋
洛
陽
に
お
け
る
東
宮

の
立
地
地
鮎
の
推
定
お

よ
び
六
朝
建
康
に
お
け
る
東
宮
の
攣
遷
過
程
を
考
察
し
た
。
明
確
な
典
捺
こ
そ
見
い
だ
せ
な
い
も
の
の
、
禮
制
に
お
い
て
皇
太
子
の
居
所
た
る
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東
宮
は
宮
城
の
東
方
に
置
か
れ
る
べ
き
と
い
う
観
念
が
、
遅
く
と
も
魏
晋
南
北
朝
期
ま
で
に
は
成
立
し
、
實
際
の
東
宮

の
位
置
の
選
定
に
影
響

を
與
え
た
。
か
か
る
理
念
の
實
践
と
し
て
、
西
晋
洛
陽
に
お
い
て
宮
城
の
東
方
に
は
じ
め
て
置
か
れ
た
東
宮
で
あ

っ
た
が
、
晋
室
南
渡
後
の
東

巫日
建
康

で
は
そ
の
位
置
は
蓮
守
さ
れ
ず
、
元
帝
即
位
當
初
は
宮
城
の
西
に
、
そ
し
て
孝
武
帝
期
の
司
馬
徳
宗
立
太
子
時

に
は
宮
城
の
東
南
と
い

う
、
攣
則
的
な
位
置
に
配
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

「非
正
規
」
な
状
態
は
、
劉
宋
元
嘉

一
五
年
に
い
た

っ
て
解
消
さ
れ
、
以
後
の
南
朝

諸
王
朝

に
縫
承
さ
れ
た
。

第
;
章
で
は
、
六
朝
建
康
に
お
け
る
東
宮
の
構
造
に
つ
い
て
、
外
郭
と
門
閾
、
主
要
な
殿
舎
、
園
林
の
三
鮎
を
中
心

に
、
そ
の
特
質
を
検
討

し
た
。
正
殿
た
る
崇
政
殿
や
宮
城
と
は
猫
立
し
た
城
郭
と
い
っ
た
基
本
的
な
部
分
で
は
西
苦
洛
陽
の
東
宮
を
纏
承
し
な
が
ら
も
、
皇
太
子
の
政

治
的
擁
頭
と
政
務

へ
の
關
與
の
機
會
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
、
南
朝
に
お
い
て
行
政
機
構
と
し
て
の
東
宮
も
顯
著
な
獲
展
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
南
朝
に
お
け
る
東
宮
の
特
質
が
、
階
唐
期
の
長
安

・
洛
陽
の
東
宮
に
影
響
を
與
え
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
が
、
詳
細
は
今
後
の

検
討
課
題
で
あ
る
。
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第
享
章
で
は
、
そ
の
よ
う
な
南
朝
に
お
け
る
皇
太
子
の
擁
頭
の
契
機
と
み
な
し
う
る
、
東
晋
孝
武
帝
期
の
東
宮
政
策

に
つ
い
て
検
討
し
、
あ

わ
せ
て
同
時
期
の
東
宮
が
宮
城
の
東
方
に
置
か
れ
な
か

っ
た
理
由
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
た
。
太
元

一
二
年
の
立
太
子
を
嗜
矢
と
し
て
、
實
に

七
五
年

ぶ
り
の
東
宮
の
新
築

(最
初
の
東
宮
の
建
築
が
元
帝
師
位
時
で
あ
っ
た
と
假
定
す
る
と
)、
軍
事
面
に
お
け
る
兵
力

の
増
強
と
人
事
面
で
の
囑

僚
の
嚴
選
と
い
っ
た
諸
政
策
が
孝
武
帝
に
よ

っ
て
實
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
皇
太
子
の
存
在
を
稻
揚
し
、
皇
帝
-
皇
太
子
の
拉
立
を
皇
帝
家

支
配
の
軸
と
す
る
政
治
髄
制
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
面
で
は
西
晋

へ
の
回
蹄
を
意
味
し
つ
つ
も
、
江
南
の
地

に
立
脚
す
る
あ
ら
た
な

「正
統

王
朝
」
を
標
榜
す
る
、
南
朝
的
政
治
膿
制

へ
の
道
を
ひ
ら
く
も
の
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
、
東
宮
が
宮
城
の
東
に
置

か
れ
な
か

っ
た
理
由

を
、
先
帝
の
皇
后
に
封
す
る
禮
遇
と
い
う
禮
制
上
の
面
と
、
孝
武
帝
と
盧
江
の
何
氏
、
と
り
わ
け
何
澄
と
の
親
密
な
關
係

の
存
在
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
東
宮
よ
り
も
何
皇
后
の
永
安
宮
の
存
在
が
優
先
さ
れ
た
た
め
に
、
東
宮
が
宮
城
東
部
に
置
か
れ
な
か

っ
た
こ
と

に
求
め
た
。

最
後

に
冒
頭
で
設
定
し
た
問
題
で
あ
る
、
政
治
構
造
と
宮
城
の
形
態
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
ま
と
め
た

い
。
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晋
南
朝
期
の
東
宮
の
攣
遷
を
通
観
し
た
際
、
ま
ず
看
取
さ
れ
る
の
は
、
機
構
面
の
複
雑
化
お
よ
び
廉
舎
の
獲
展
と
、
そ
れ
が
宮
城
を
模
す
る
か

た
ち
で
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
皇
帝
の
控
え
と
し
て
の
皇
太
子
の
禮
制
面
で
の
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
と
と
も
に
、
皇

太
子
の
政
務
参
加
に
よ
る
要
請
が
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
か
か
る
南
朝
に
お
け
る
東
宮
の
構
造
を
、
こ
こ
ろ
み

に
後
世
の
階
唐
長
安
城

お
よ
び
洛
陽
城
と
比
較
し
て
み
た
場
合
、
看
過
し
え
な
い
決
定
的
な
相
違
鮎
が
あ
る
。
そ
れ
は

「宮
」
と
し
て
の
濁
立
性

で
あ
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
、
西
晋
洛
陽
、
六
朝
建
康
い
ず
れ
に
お
い
て
も
東
宮
は
自
前
の
城
郭
に
よ

っ
て
物
理
的
に
猫
立
し
て
い
た
。
こ
れ
は
皇
太
子
が

=

宮

の
主
」

(『南
齊
書
』
巻
二
一
・
文
恵
太
子
傳
)
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
猫
立
性
を
過
大
評
慣
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
け
れ
ど
も
、
皇
后

・
皇
太
后
を
別
に
す
れ
ば
、
皇
太
子
が
皇
帝
を
相
封
化
し
う
る
ほ
ぼ
唯

一
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
ご
と
と

し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
唐
代
長
安
に
お
け
る
東
宮
は
、
宮
城
の
東
方
と
い
う
よ
り
も
實
質
的
に
宮
城
と

一
髄
化
し
て
お
り
、

雨
宮
の
聞
は
城
壁
に
よ

っ
て
へ
だ
て
ら
れ
る
だ
け
で
あ

っ
た
。
こ
の
鮎
は
、
唐
代
長
安
に
お
け
る
東
宮
を
含
め
た
宮
城

の
細
部
を
今
に
傳
え
る
、

　　

呂
大
防

「唐
長
安
圖
碑
」
を

一
見
す
れ
ば
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

一
方
、
唐
の
杜
寳
撰

『大
業
雑
記
』
に
よ
る
と
、
階
場
帝
期
の
洛
陽
城
に
お
い

て
も
、
宮
城
の
正
門
で
あ
る
則
天
門
か
ら
東
に
興
教
門
を
は
さ
ん
で
設
け
ら
れ
た
重
光
門
は
、
宮
城
の
門
で
あ
る
と
同
時
に

「東
宮
の
正
門
」

　
　
　

　　
　

で
も
あ

っ
た
。
唐
代
で
も
こ
の
よ
う
な
宮
城
と
東
宮
の
門
の

「共
有
」
は
纏
承
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
階
唐
代
、
お
そ
ら
く
は
階
代
か
ら
東

宮
は
宮
城
の

一
部
に
内
包
、
な
い
し
吸
牧
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
構
造
上
東
宮
と
し
て
の
猫
立
性
は
皆
無

で
あ

っ
た
と
断
言
し

う
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
唐
代
で
は
建
國
以
後
、
都
城
内
に
太
極
宮
と
は
別
の
宮
城
と
し
て
大
明
宮

・
興
慶
宮
が
造
螢
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は

(57
)

も
は
や
東
宮
は
建
立
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
以
て
た
だ
ち
に
南
朝
に
比
し
て
階
唐
代
の
皇
太
子
の
政
治
的
地
位
が
下
落
し
、

皇
帝
猫
尊
の
膿
制
に
近
づ
い
た
と
ま
で
は
噺
言
で
き
な
い
、
だ
が
、
少
な
く
と
も
彼
我
の
皇
太
子
の
あ
り
方
の
相
違
を
示
す
特
徴
と
し
て
認
め

る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
皇
太
子
の
存
在
と
同
様
、
東
宮
の
位
置
と
形
態
に
も
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
理
念
と
現
實
の
軋
礫

が
反
映
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
東
晋
に
お
い
て
は
東
宮
の
位
置
の
流
動
的

・
不
確
定
的
な
状
況
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
さ
ら
に
南
朝
で
は

皇
太
子

の
あ
る
べ
き
理
念
と
現
實
の
必
要
性

そ
れ
は
皇
太
子
の
政
治
的
重
要
性
に
由
來
す
る

の
要
請
と
が

一
致
し
た
こ
と
か
ら
、
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東
宮
の
位
置

・
形
態
が
特
徴
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
晋
南
朝
期
の
宮
城
に
お
け
る
東
宮
の
位
置
と
構
造
の
歴
史
性
を
、
こ
の
鮎
に
求
め
た

い

。

註

 

(
1
)

都
市
と
王
権

に
關
す
る
近
年

の
研
究

の
學
読
整
理
は
、
妹
尾
達
彦

二
〇
〇
七

に
よ

っ
て
な
さ
れ

て
い
る
。

(
2
)

當
該
時
代

の
都
城
、
と
く
に
宮
城

の
構
造
と
そ

の
意
味
に
關
す
る

研
究
と
し

て
は
、
郭
湖
生

一
九
九
九

・
二
〇
〇
三
、
吉
田
激

二
〇
〇

二
、
渡
邊
信

一
郎

二
〇
〇
三
、
小
林
聰

二
〇
〇
七

a
・
二
〇
〇
七

b
、

内
田
昌
功

二
〇
〇
四

・
二
〇
〇
九
な
ど
が
あ

る
。

(
3
)

岡
部
毅
史

二
〇
〇
九
。

(
4
)

渡
邊
信

一
郎

二
〇
〇
三
、

一
七
五
頁
。

(
5
)

賀
雲
親

二
〇
〇
五
。
そ

の
他
六
朝
建
康

の
都
城

に
關
す
る
研
究
と

し

て
は
、
中
村
圭
爾

二
〇
〇
六

a
・
二
〇
〇
六
b
、
外
村
中

一
九
九

八

・
二
〇
〇

二
お
よ
び
小
林
聰

二
〇
〇
七

a
・
二
〇
〇
七
b
な
ど
が

あ

る
。
ま
た
、
中
國

・
毫
湾

の
研
究

で
は
、
劉
淑
券

一
九
九

二
、
郭

湖
生

一
九
九
九

・
二
〇
〇
三
、
盧
海
鳴

二
〇
〇

二
、
郭
黎
安

一
九
八

五
、
王
志
高

二
〇
〇
八
、
張
學
鋒

二
〇
〇
六

・
二
〇

一
二
な
ど
が
あ

る
。

(
6
)

長
樂
宮
を
含
め
た
前
漢
長
安
城

の
構
造
を
知
る

に
は
、
さ
し
あ
た

り
劉
慶
柱

・
李
銃
芳

二
〇
〇
三
が
簡
便

で
あ

る
。

(
7
)

た
だ

し
、

『毛
詩
正

義
』

巻
三

・
國

風

・
衛

・
碩

人

に
あ
る

「
東

宮
之
妹
」

に
附
さ
れ
た
毛
傳

に
は

「
東
宮
、
齊
大
子
也
。
」
と
あ
り
、

漢
代
以
前
に
お

い
て
東
宮
が
太
子
を
意
味
す

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
用
例
も
、
皆
無
と
は
言
え
な

い
。

(8
)

郭
永
吉

二
〇
〇
六
、
七
五

・
七
六
頁
。
た
だ
し
魏
音
期
以
降

の
宮

城
に
お
け
る
東
宮

の
位
置
に

つ
い
て
は
、
氏

の
關
心
が
主
と
し

て
漢

代
以
前
に
あ
る
た
め
、
十
分

に
検
討
さ
れ

て
い
る
と
は

い
い
が
た

い
。

(9
)

銭
國
祥

二
〇
〇
三
、
村
元
健

一
二
〇

一
〇
及
び
馬
先
醒

一
九
八
〇
。

た
だ
し
村
元
氏
は
銭
氏

の
所
読
を
ふ
ま
え

て
作
成
さ
れ
た
洛
陽
城

の

復
原
圖

に
お

い
て
後
漢
洛
陽

の
東
宮

の
位
置
を
呈
示
さ
れ
る
も

の
の
、

そ

の
位
置
は
全

て
想
定
と
注
記
し
、
具
膿
的
な
論
謹
は
さ
れ

て
い
な

い
。
近
年

の
後
漢
及
び
魏
管
洛
陽
城

の
宮
城

の
配
置

に
關
す
る
研
究

に
つ
い
て
は
、
當
該
村
元
論
文

の
ほ
か
、
佐
川
英
治

二
〇

一
〇

・
向

井
佑
介

二
〇

一
二
な
ど
を
蓼
照
さ
れ
た

い
。

(10
)

「河
南

志
』
後
漢

城

閾
古
蹟

・
東

西
宮

の
條

引
衛

宏

『漢
奮

儀
』

に
は
、
「
衛
宏

漢
奮
儀

日
、
帝

爲
東
宮
、
皇
后

爲
西
宮

。」
と

あ
る
。

本
稿

で
は

「河
南

志
』

(清

・
徐
松

輯
、
高

敏
鮎

校
、
中

華
書

局
、

一
九
九
四
)
を
蓼

照
し
た
。
た
だ
し
現
行

の

「漢
官
六
種
』

の
輯
本

(中
華
書
局

一
九
九
〇
刊
)

に
當
該
條
は
み
え
な

い
。

(11
)

た
だ
し
、
銭
氏
は
銭
國
祥

二
〇
〇
七

の

「
東
漢
洛
陽
城
復
原
示
意

圖
」

で
は
東
宮
を
南
宮
外

の
東
方
と
さ
れ

て
い
る
。

(12
)

そ
も

そ
も
西
巫
日
の
永
安

宮

が
後
漢

の
永
安
宮

と
同

一
の
位
置

に

あ

っ
た
と

す

る
読
得
的

な
根

糠
は

な

い
。
む

し

ろ

「巫
日
書
』
巻

二
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八

・
五
行
志
中

の

「
趙
王
倫
慶
恵
帝
於
金
塘
城
、
改
號
金
塘
城
爲
永

安
宮
。
帝
尋
復

位
而
倫
諒
。
」
と
あ

る
事
例
を

西
音
洛
陽

の
永

安
宮

が
初
め

て
設
置
さ
れ
た

こ
と
を
傳
え
る
史
料
と
解
す
る
な
ら
ば
、
永

安
宮
は
金
塘
城
を
改
稻
し

て
置
か
れ
た
も

の
で
、
そ

の
位
置
は
馬
氏

の
想
像
と
は
逆

の
洛
陽
城
西
北
隅
に
あ

っ
た

こ
と

に
な
る
。
そ
う

で

あ
れ
ば
、
氏

の
西
巫日
洛
陽

の
東
宮
11
漢
洛
陽

の
東
宮

11
漢

・
巫日
洛
陽

の
永
安
宮
と

い
う
所
読
は
成
立
し
が
た

い
。

(
13
)

前
掲
同
書

一
九
四
頁
。

(
14
)

『嬰
子
春
秋
』
雑
上
三

に
は
、
「
崔
粁
既
殺
荘
公
而
立
景
公
、
粁
與

慶
封
相
之
、
劫
諸
將
軍
大
夫
及
顯
士
庶
人
於
太
宮
之
攻
、
令
無
得
不

盟
者
。
」
と
あ

り
、
こ

の
場
合

の
太

宮
は
宗
廟
を

意
味
し

て

い
る
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
、

こ
の

「
太
宮
」
が

「
太
官
」

の
書
き
誤
り

で
あ

る
可
能
性
も

の
こ
る
。

(
15
)

『漢
書
』
巻
八

・
宣
帝
紀
に
附
さ
れ
た
顔
師
古
注
に
は
、
「
師
古
日
、

暴
室

者
、
摘
庭

主
織
作

染
練

之
署

、
故

謂
之

暴
室
、
取
暴

曜
爲

名

耳
。
」
と
あ
る
。

(
16
)

本
稿

で
用

い
た

『水
経
注
』

の
テ
キ

ス
ト
は
、

『水
経
注
疏
』

(楊

守
敬

・
熊
會
貞
疏
、
段
煕
仲
鮎
校
、
陳
橋
騨
復
校
、
江
蘇
古
籍
出
版

杜
、

一
九
八
九
)

で
あ
る
。

(
17
)

『西
征
記
』

に
つ
い
て
は
、
森
鹿
三

一
九
七
〇
が
詳
し

い
。

(
18
)

本
圖
は
銭
國
祥

二
〇
〇
三
、
五
八
頁

の

「
魏
巫日
洛
陽
城
卒
面
布
局

復
原
示
意
圖
」
を
も
と

に
作
成
し
た
。
な
お
、
外
村
氏
も
ほ
ぼ
同
様

の
位
置

に
東
宮
が
あ

っ
た

こ
と
を
推
測
さ
れ

て
い
る
。
外
村
中

二
〇

一
〇
、

一
二

・
一
三
頁
及
び

一
一
頁

の

「
圖

8

魏
音
洛
陽
復
元
概

念
圖
」
参
照
。

(19
)

曹
魏
時
代
に
お
け
る
皇
太
子
は
、
郎
位
直
前

に
形
式
的

に
立
太
子

さ
れ
た
明
帝
と
齊
王
芳
を

の
ぞ
き
、
曹
魏

コ
帝
國
」
成
立
以
前

の
曹

魏
王
國
時
代

の
建
安

二
二
年

(
二

一
七
)
に
曹
　
が
魏
太
子
に
立
太

子
さ
れ
、
約
四
年

の
在
位
期
間
が
あ

っ
た

の
み

で
あ
る
。
岡
部
毅
史

二
〇
〇
九
蓼

照
。

(20
)

た
だ
し
、
梁
天
監

一
二
年

(五

=
二
)
に
南
摘
門

(間
閾
門
)

の

位
置

に
正
門
と
し

て
端
門
が
設
け
ら
れ
、
大
司
馬
門
は
正
門

の
地
位

か
ら
格
下
げ
さ
れ
る
。
門

の
攣
遷
を
含
め
た
魏
晋
南
北
朝
期

の
太
極

殿

の
沿
革

に
つ
い
て
は
、
渡
邊
信

一
郎

二
〇
〇
九
を
蓼

照
。

(21
)

岡
部
毅
史

二
〇
〇
九
蓼

照
。

(22
)

東
巫
日
期

の
皇
帝
と
娘
邪
王
家

の
關
係

に
つ
い
て
は
、
三
田
辰
彦
二

〇
〇
六
が
詳
し

い
。

(23
)

も
ち

ろ
ん
、
皇
太
子
位
が
空
位

の
ま
ま
東
宮
が
存
在
し
績
け
る
こ

と
も
あ
り

え
る
し
、
劉
宋
文
帝

の
皇
太
子

で
あ
る
劉
勘

の
よ
う

に
、

逆
に
皇
太
子
が
幼
少

の
際
に
東
宮

で
は
な
く
宮
中

の
永
福
省
に
住
す

る
よ
う
な
こ
と
も
あ

っ
た

(
「宋
書
』
巻
九
九

・
二
凶
傳
)
。
永
幅
省

に
つ
い
て
は
、
海
野
洋
卒

一
九
九
八
が
詳
細
な
分
析
を
加
え

て
い
る
。

(24
)

司
馬
桁
が
皇
帝
に
師
位
し

て
皇
太
子
位
が
空
位
と
な

っ
て
か
ら
司

馬
徳

宗

が
立
太

子
さ

れ
る
ま

で
、
司
馬

聴

(穆

帝
)
と

司
馬
昌

明

(孝
武
帝
)

の
二
名
が
立
太

子
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
爾
名

の
在

位

期
聞
は
無
き
に
等
し
く
、
太
子
か
ら
即
位
す
る

こ
と

の
み

に
必
要
性

が
あ

っ
た
か

の
ご
と
く

で
あ
る
。
穆
帝

は
建

元

二
年
九
月
丙

申

[
二

四
日
]
に
立
太
子
さ
れ
、
戊
戌

[
二
六
日
]
に
康
帝
崩
御
、
癸
亥

[
二
七

日
]
に
二
歳

で
即
位

し
て
お
り
、
そ

の
皇
太

子
在
位
は

四
日
に
過
ぎ

な

い

(
『管
書
』
巻
八

・
穆
帝
紀
)
。
ま
た
孝
武
帝
は
成
安

二
年
七
月
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己
未

[
二
八
日
]
に
立
太
子

(原
作

「
乙
未
」
と
あ
る

の
を
中
華
書
局

鮎
校
本
校
勘
記

(
一
九
八

二
年

一
二
月
北
京
第

二
次
印
刷
)

に
基
づ

き
あ
ら
た
め
た
)
さ
れ
、
同
日

の
簡
文
帝
崩
御
を
う
け

て
そ

の
日

の

う
ち

に
即
位
し

て
い
る

(同
巻
九

・
孝
武
帝
紀
)
。

(
25
)

同
年

の
東
宮

新
設

の
記
事

は
、

「建
康
實

録
』

巻

一
二

・
宋

中

・

太
祀
文
皇
帝
元
嘉
十
五
年

の
條

に
み
え
る
。
な
お
、

こ
の
元
嘉

一
五

年

の
東
宮
整
備
は
、
同
年

の
皇
太
子
納
妃
、
翌
年

の
冠
禮
と

い
う

一

蓮

の
皇
太
子
劉
勘

の
政
治
的
擁
頭

の

一
環

で
あ
り
、
同
時

に
そ
れ
ま

で
重
用
さ
れ

て
い
た
皇
弟
劉
義
康

の
失
脚

(元
嘉

一
七
年
)
と

い
う

事
件
と
表
裏
を
な
す
も

の
と
思
わ
れ
る
。
當
該
時
期

の
劉
義
康
と
劉

勘
を
め
ぐ
る
経
緯
と
歴
史
的
意
義
に

つ
い
て
は
、
安
田

二
郎

二
〇
〇

三

a
を
蓼

照
さ
れ
た

い
。

(
26
)

た
だ
し
、
東
宮
な

る
禰
謂
が
皇
太
子

の
居
所

の
專
構
と
な

っ
た

の

は
南
朝

以
降
で
あ

る
。
巫
日
代

で
は
な
お
太

子
宮

と
稻

さ
れ
た
ほ
か
、

皇
太
子
以
外

の
者

の
居
所
を
東
宮
と
構
す

こ
と
が
あ

っ
た
。
た
と
え

ば
、

「巫日
書
』
巻

五
九

・
趙
王
倫
傳

に
み
え

る
、
相

國
に
就

い
た
趙

王
倫

の
專
灌
を
傳
え

る

「
…
…
増
相
府
兵

爲

二
萬
人

、
與
宿

衛
同
、

又
隙
匿
兵
士
、
衆
過
三
萬
。
起
東
宮
三
門
四
角
華
櫓
、
断
宮
東
西
道

爲
外
微
。
…
…
」
と
あ
る
史
料

の

「
東
宮
」
は
、
王
鳴
盛

『十
七
史

商
椎
』
巻
四
九

「
東
宮
西
宮
」
が
指
摘
す
る
よ
う

に
相
國
府
を
示
す

も

の
と
お
ぼ
し

い
。
ま
た
、
後
文

で
言
及
す

る

「景
定
建
康
志
』
巻

二

一

・
城
閾

志

二

・
古

宮
殿

・
巫
日
永
安

宮

の
條

引

『宮
苑

記
』

の

「
永
安
宮
在

吉室
城
東
華

門
外
、
孝
武
太

元
二
十

一
年
新
作

東
宮
、
本

東
海
王

第
。
」
と
あ

る

「東
宮
」

の
用
例
は
、
何
太

后

の
居
所

で
あ

る
永
安
宮
を
指
す
も

の
と
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
雨
巫日
期

で

は
東
宮
は
皇
太
子

の
居
所
を
示
し

つ
つ
も
、
未
だ
排
他
的
な
用

い
方

は
さ
れ

て
い
な
か

っ
た
。
だ
が
、
詳
し
く
は
第
三
章

で
言
及
す
る
東

巫
日
の
同
時
代
史
料

の

「東
宮
奮
事
』
に
お

い
て
皇
太
子

の
居
所
と
し

て
の
東
宮
が
明
言
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み

て
、
趨
勢
と
し

て
は

皇
太
子

の
居
所

の
專
構
と
な

っ
て
い
く
こ
と
は
間
違

い
な

い
。

(27
)

「南
齊
書
』
巻

二

一
・
文
恵
太

子
傳

に
は

「
開
拓
玄
圃

園
、
與

吉冨

城
北
塾
等
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、

『梁
書
』
巻
八

・
昭
明
太
子
傳

に
は
、

「
太
子
孝

謹
天
至
、
毎
入
朝

、
未

五
鼓
便
守

城
門
開
。
東
宮
錐
燕

居

内
殿
、

一
坐

一
起
、
恒
向
西
南
面
基
。
宿
被
召
當
入
、
危
坐
達
旦
。
」

と
あ
り
、
皇
帝
と
皇
太
子

の
具
膿
的
な
位
置
關
係
は
不
明

で
あ
る
が
、

皇
帝

の
居
る
宮
城
中
櫃
よ
り
も
東
宮

の
方
が
北

に
奥
ま

っ
た
位
置
に

あ
る

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

(28
)

二
宮

中
大

路

の
存

在

は
、

『景

定
建

康

志
』
巻

二

〇

・
城

閾

志

一
・
東
宮
城
引

「宮
苑
記
』

に
み
え
る
。

(29
)

ま
た
、
宮
城
と
東
宮
が
離
れ
す
ぎ
る
と
、
皇
帝
と
皇
太
子

の
情
報

共
有

に
支
障
を
き
た
す

こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。
皇
帝
と
皇
太
子
が
政

務
に
關
し

て
意
見
を
交
換
し

て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
岡
部
毅
史

二
〇
〇
九
、

二
七
頁
参
照
。
ち
な
み
に
賀
雲
糊

二
〇
〇
五
、

一
五
七

頁
は

二
〇
〇

一
年
か
ら

二
年

に
か
け

て
お
こ
な
わ
れ
た
南
京
市
博
物

館
に
よ
る
獲
掘
調
査

で
、
大
行
宮
地
厘

の
太
卒
南
路
以
東

で
襲
見
さ

れ
た
六
朝
時
代

の
南
北

に
走
る

一
條

の
道
路
を

二
宮
中
大
路
に
推
定

さ
れ

て
い
る
。

(30
)

た
だ
し
安
陽
門
に

つ
い
て
は
、
都
城
東
面
、
建
春
門

の
南
に
位
置

す
る
は
ず

の
東
陽
門

に
直
封
す
る
と

い
う

『宮
苑
記
』

の
記
述
か
ら
、

賀
氏
は
元
嘉

一
五
年
以
降

の
東
宮

の
門

で
は
な
く
、
東
巫
日
太
元

一
七
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年

の
東
宮

の
門
と
考
え
る
。

(
31
)

『宋
書
』
巻

七
〇

・
衷
淑
傳

に
、
宮

城
東
門

の
萬

春
門

よ
り

宮
中

に
入
り
、
文
帝
試
逆
を
は
か
る
劉
勘
を
止
め
よ
う
と
し
た
太
子
左
衛

率

の
衷
淑
が
奉
化
門
外

に
て
殺
さ
れ
た
こ
と
が
み
え
、

「資
治
通
鑑
』

巻

一
二
七

・
宋
紀

・
太
祀
文
皇
帝
下
之
下

・
元
嘉
三
〇
年

の
條

の
顧

注

に
は

「
奉
化
門
、
東
宮
西
門
。
」
と
あ
る
。

(
32
)

同
書
巻
三
五
七

・
兵
部
八
八

・
楯
下
引

『張
散
晋
東
宮
奮
事
』

で

は

「
東
宮
外

崇
幅
門
、

門
各

莞
楯
十
幡

、
鶏
鳴

戟
十
張

。」

に

つ
く

る
。

(
33
)

こ
の
儀
禮

に
つ
い
て
は
、
佐
藤
和
彦

二
〇
〇
五

に
分
析
が
あ
る
。

(
34
)

『唐

雨
京

城

坊
考
』
巻

一
・
西
京

に
唐

長
安

の
東

宮

に

つ
い

て

「
宮
之
正
殿
日
嘉
徳
殿
、
正
門
日
重
明
門
、
殿
門
日
嘉
徳
門
。
」
と
あ

る

の
で
、
六
朝
期

の
崇
賢
門
は
唐
長
安

の
嘉
徳
門

に
相
當
す
る
門
と

し

て
位
置
づ
け
る

こ
と
が

で
き
よ
う
。

(
35
)

『宋
書
』

巻

八

・
明

帝

紀

・
泰

豫

元
年

(四
七

一
)
正

月

に
は
、

「
泰
豫

元
年
春
正
月

甲
寅
朔
、
上
有
疾

不
朝
會
。
以
疾
患

未
疹
、
故

改
元
。
賜
孤
老
貧
疾
粟
吊
各
有
差
。
戊
午
、
皇
太
子
會
萬
國
於
東
宮
、

井
受
貢
計
。
」
と
あ
る
。

(
36
)

六
朝
期

に
崇
政
殿

で
講
孝
経
を
お

こ
な

っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

皇
太
子
と
し

て
、
劉
宋
前
慶
帝

(
『宋
書
』
巻
七

・
前
慶
帝
紀
)
・
南

齊
文
恵

太
子

(
「南
齊
書
』
巻

二

一
・
文
恵
太

子
傳
)
が
あ
げ

ら
れ

る
。
な
お
、
理
由
は
わ
か
ら
な

い
が
、
梁

の
昭
明
太
子
は
お
そ
ら
く

東
宮
内

と
思

わ
れ

る
壽

安
殿

で
孝
経

の
講
義

を
お

こ
な

っ
て

い
る

(
『梁
書
』
巻
八

・
昭
明
太
子
傳
)
。

(
37
)

松
浦
千
春

二
〇
〇
三
、

一
六
〇
頁
。

(38
)

「通
典
』
巻
七

九
禮
三
九
沿
革

三
九
凶
禮

一

・
大

喪
初
崩

及
山
陵

之
制

に
、
西
巫
日
期
に
お
け
る
皇
帝
崩
御

の
際

の
椅
盧
を
設
け
る
場
に

關
す

る
議

論

の
文

中
に
は
、
「
…
…
又

問
、
按

景
帝
故
事

、
施
椅

盧

於
九
龍
殿
上
東
廟
。
今
御
椅
盧
爲
當
在
太
極
殿
不
、
諸
王
盧
復
慮
何

所
。
権
琳
議
、
按
尚
書
顧
命
、
成
王
崩
、
康
王
居
於
翼
室
。
先
儒
云
、

翼
室
於
路
寝
。
今
宜
於
太
極
殿
上
、
諸
王
宜
各
於
其
所
居
爲
盧
、
朝

夕
則
就
位
㎜犬
臨
。
」
と
あ
る
。

(39
)

『南
齊
書
』
巻

二

〇

・
皇
后

・
武

穆
斐
皇

后
傳

に

「奮

顯
陽

・
昭

陽

二
殿
、
太
后

・
皇
后
所
居
也
。
」
と
あ
る
。

(40
)

「太
卒
御
覧
』

巻

一
八

四
居

庭
部

一
二
鍮
に
は
、
「
東
宮
奮
事

日
、

守
鍮
四
人
、
封
番
上
下
。

〔注
〕
東
宮
門
鍮
在
中
庶
子
坊
。
」
と
あ
る
。

他
に
求
輻
坊

(
『初
學
記
』
巻

一
〇
皇
太
子
引

『張
散
東
宮
奮
事
』
)
、

四
率
坊

・
洗
馬
坊

(と
も

に

『太
平
御
覧
』
巻
六
九
九
服
用
部

一
帳

引

「東
宮
奮
事
』
)
が
あ

っ
た
こ
と
も
、

「東
宮
奮
事
』
か
ら
知
る
こ

と
が

で
き
る
。

(41
)

玄
圃
園

に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
外
村
中

二
〇
〇

二
を
参
照
。

(42
)

當
該
時
期

の
録
囚
に

つ
い
て
は
、
辻
正
博

二
〇
〇
六
を
蓼

照
。

(43
)

た
だ
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
上
記

の
東
宮

の
特
徴
、

と
く

に
正
殿

・
正
門

・
園
林

の
基
本
構
造
が
南
朝

で
突
然
あ
ら
わ
れ

た

の
で
は
な
く
、
す

で
に
西
巫
日
洛
陽
に
萌
芽
し

て
い
た
こ
と

で
あ
る
。

西
巫
日
の
崇

政
殿

に

つ
い
て
は
、

「巫
日
書
』
巻

五
五

・
播
嶽
傳

附
播

尼

の
播

尼

「
繹
璽
頒
」
お

よ
び

「文
選
』
巻

二
四

・
播
安

仁

(播
嶽
)

「
爲
頁
誼
作

贈
陸
機
」

の
李
善

注

に
み
え

、
渥

く
と
も
恵
帝
期

に
は

東
宮

の
正

殿
と

し

て
崇

政
殿

が
築

か
れ

て

い
た
。
ま

た
、
『晋

書
』

巻
五
三

・
慰
懐
太
子
傳
、

『文
選
』
巻

二
〇

・
陸
士
衡

(陸
機
)
「
皇
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太
子
譲
玄
圃
宣
猷
堂
有
令
賦
詩
」
引
楊
栓
期

『洛
陽
記
』
な
ど
に
よ

れ
ば
、
東
宮
北

の
玄
圃
園
お
よ
び
宣
猷
堂
、
正
門

の
承
華
門
と
崇
政

殿

の
門

の
崇
賢
門
も
西
巫日
よ
り
存
在
し

て
い
た
。
た
だ
、
こ

の
こ
と

か
ら
東
宮

の
構
造
が
西
巫日
よ
り
完
備
し

て
い
た
と
考
え
る

の
は
早
計

で
あ
る
。
皇
太
子

の
政
治
的
な
活
動
自
膿
が
西
習
期
に
お

い
て
は
な

お
稀
薄

で
あ
り
、
南
朝

に
入

っ
て
か
ら
顯
在
化
す
る

こ
と
に
鑑
み
る

な
ら
ば
、
西
晋

の
東
宮

の
基
本
構
造
を
纏
承
し
な
が
ら
も
、
さ
ら

に

劉
宋
以
降

の
皇
太
子

の
政
務
参
加

の
機
會

の
増
大

に
と
も
な

い
、
南

朝

の
東
宮
が
獲
展
し
た
と
み
る

の
が
妥
當

で
あ

ろ
う
。

(
44
)

渡
邊
信

一
郎

二
〇
〇
九
、
七
九

・
八
〇
頁
。

(
45
)

田
飴
慶

一
九
八
九
、

二
六

一
～

二
六
九
頁
。

(
46
)

『宋
書
』
巻
三
三

・
五
行
志
四

に
は
、
「
太
元
十
六
年
五
月
、
飛
蛙

從
南
來
、
集
堂
邑
縣
界
、
害
苗
稼
。
是
年
春
、
獲
取
江
州
兵
螢
甲
士

二
千
人
家

口
六
七
千
人
、
配
護
軍
及
東
宮
、
後
尋
散
亡
殆
蓋
。
又
邊

將
連
有

征
役
。
」
と
あ

る
。
た
だ
し
文

中
に

「後

尋
散
亡

殆
圭
川皿」
と

あ

る
よ
う

に
、
そ
れ
ら

の
兵

士
が
ど
れ
だ

け
恒

常
的

に
維
持

さ
れ
、

活
用
さ
れ
た
か
否
か
は
疑
問
が

の
こ
る
。

(
47
)

章
宗
源
は
類
書
中

に
引
用
さ
れ
る
同
書

に
つ
い
て
、
そ

の
文
は
甚

だ
碩

に
し

て
具
録
す

る
に
及
ば
な

い
と
す
る
も
、

一
方

で
音
書
禮
志

の
閾
を

補
う

こ
と

が
で
き

る
と
も

い
う

(同

「階
書
経
籍
志

考
謹
』

巻
九

・
奮
事

・
習
東
宮
宮
事
)
。

(
48
)

六
朝

期

の
皇
太

子

に
關

聯
す

る
と

思

わ
れ

る
著

作
と

し

て
は
、

『階
書
』

経
籍
志

に
み
え

る
も

の
と

し

て
、

『皇
儲

故
事
』

(
二
巻
、

撰
者
未

詳
)
、

『東
宮
典

記
』

(七
〇
巻
、
左
庶

子
宇
文
榿

撰
)
、

『宋

東
宮
儀
記
』

(
二
三
巻
、
宋
新
安
太
守
張
鏡
撰
)
、

「東
宮
新
記
』

(
二

○
巻
、
薫
子
雲
撰
)
な
ど
が
あ
る
。
ほ
か
に

『宋
書
』
巻

一
四

・
禮

志

一
に
は

『巫
日
太
子
納
妃
儀
注
』

の
名
も
見
え
る
が
、
詳
細
は
不
明
。

(49
)

「顔
氏
家
訓
』
巻
六

・
圭
暴
配
に
、

「東
宮
奮
事
』

の
用
字
法
に

つ
い

て
の
言
及
が
あ

る
ほ
か
、

『階
書
』
巻
九

・
禮

儀
志
四
所
牧

の
、
北

齊

の
太
子
監
國
時

の
席
次

の
方
向

に
關
す
る
議
論

の
な
か

に
、
邪
子

才

の
議
論

の
典
擦

の

一
つ
と
し

て

『東
宮
奮
事
』
が
引
用
さ
れ

て
い

る
。

(
50
)

た
だ

し
、
孝
武

帝

の
時
代

は
兄

(孝

武
帝
)
と
弟

の
司
馬
道

子

(狼
邪
王
。
太

元

一
七
年

一
一
月

に
會
稽

王
に
徒
封
、
同
時

に
皇

太

子
徳
宗

の
弟
徳
文

(
の
ち

の
恭
帝
)
を
狼
邪
王

に
封
建
)
と

い
う
兄

弟
に
よ
る
大
統
と
本
統

の
分
推
が
な
さ
れ

て
も
お
り
、
か
か
る
方
針

韓
換

に
よ

っ
て
從
前

の
皇
帝

・
狼
邪
王
髄
制
が
た
だ
ち
に
慶
止
さ
れ

た
と

ま

で
は
噺
言

で
き
ず
、
む

し

ろ
皇

太
子
を

含
め

て
推
移

し

て

い

っ
た
状
態
と
み
る

べ
き
か
も
し
れ
な

い
。
三
田
達
彦

二
〇
〇
六
蓼

照
。

(
51
)

「景
定
建

康
志
』
巻

一
二

・
城
閾
志

二

・
古

宮
殿

・
習
永
安
宮

の

條
引

『宮
苑

記
』

に
、
「
永
安
宮
在

毫
城
東
華

門
外
、
孝
武
太

元
二

十

一
年
新
作
東
宮
、
本
東
海
王
第
。
」
と
あ
る
。

(
52
)

『宋
書
』
巻

六

六

・
何

尚

之
傳

に
は
、
「曾

祀

準
、
高

尚

不
慮

徴

辟
。
」
と
あ
る
。

(
53
)

た
だ
し
父
何
準
と
同
様
に
、
外
戚
と
し

て
の
專
灌
を
ふ
る

っ
た
形

跡
は
う
か
が
わ
れ
な

い
。
こ

の
鮎

に
漢
代
お
よ
び
西
巫日
の
外
戚
像
か

ら
脱
却
し
た
、
前
代
と
は
異
な
る
外
戚
と
し

て
の
あ
り
方
が
う
か
が

わ
れ
る
。
東
巫
日
期

の
外
戚

に
つ
い
て
は
、
安
田

二
郎

二
〇
〇
三

b
を

参
照
。
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(
54
)

呂
大
防

「
唐
長
安
圖
碑
」

に
つ
い
て
は
す

で
に
多
く

の
先
學

の
言

及
が
あ
る
が
、
妹
尾
達
彦

二
〇
〇
九
が
最
新

の
研
究
状
況
を
提
示
し
、

考
察
を
加
え

て
い
る
。
本
稿

で
は
同
碑

の
拓
本
に
基
づ
く
圖
と
し

て
、

卒
岡
武
夫
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A CONSIDERATION OF THE DONGGONG OF JIANKANG DURING

THE SIX DYNASTIES

OKABE Takeshi

The study of capitals during the Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties

period, and especially studies of imperial palace compounds such those at Luoyang

from the Later Han tothe Northern Wei, Ye of the Cao Wei kingdom, and Jiankang

of the Six Dynasties have drawn academic attention in recent years with discussion

of the forms and structures of the palaces, ideological characteristics etc. But, how

the crown prince, who in fact supported imperial rule and functioned as an aide to

the emperor at that time, influenced the formation of the imperial palace has not

been sufficiently examined.

This issue is concentrated in the problem of the relationship between the

formation, arrangement, and form of the so-called Donggonng, generally recognized

as residence of the crown prince, and the historical development of the imperial

palace compound.

On the basis of the current state of research in the field, the author examines

the Donggong in this paper, seeing it as a building that has drawn little attention.

He concentrates on the Donggong of Jiankang of the Six Dynasties, and concretely

examines the process of its establishment and location in the capital, especially in

terms of its geographic relation to the imperial palace, he then considers changes

over time and its structure and concludes the following.

In the first section, the author considers the location of the Donggong in

Luoyang of the Western Jin and the process of change of the Donggong in Jiankang

of the Six Dynasties. He concludes that the idea that Donggong should be located to

the east of the imperial palace was formed in the Wei, Jin, Southern and Northern

Dynasties period at the latest. He also states that although this influenced the

selection of the actual location of the Donggong and that in Luoyang of the Western

Jin the Donggong was first located to the east of the imperial palace, but this

precedent was not necessarily followed in Jiankang of the Eastern Jin, and it was

only in the Yuanjia era of the Liu Song dynasty that it became fixed and was then

followed by later Southern Dynasties. In the second section, he examines the

structure of the Donggong in Jiankang of the Six Dynasties and elucidates the

prominent development of the Donggong as an administrative organization in the

Southern Dynasties in response to the political rise of the crown prince. In the third
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